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観光庁における取組と成果

令和３年6月14日

観光庁参事官（外客受入担当）

輕部 努

資料1



「日本版持続可能な観光ガイドライン」導入モデル事業

〇ガイドラインを活用した持続可能な観光への取組について、令和２年度にモデル地域５地域※で実際に導入
のプロセスのモデルを構築。

〇取組の内容は、モデル地域に応募したが選定に至らなかった他の地域へも随時共有。

〇最終的には取組内容を公表し、より多くの地域に導入・普及させる契機とした。
※ 北海道ニセコ町、三浦半島観光連絡協議会（鎌倉市、逗子市、横須賀市、三浦市、葉山町）、岐阜県白川村、京都市、沖縄県

地方公共団体等による「持続可能な観光地マネジメント」導入の促進
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〇オリエンテーション

・目的等の説明

〇GSTCトレーニングプログラム

・GSTC公認トレーニングプログラムに

より、ガイドラインへの理解を促進

〇有識者の派遣

・あらゆる専門分野の有識者

から取組への助言

〇ガイドラインに基づいた取組

の実施

・アンケート調査等

〇観光地プロフィールの作成

・地域の属性や全体像を把握

〇国際的な認証機関による表

彰制度へのエントリー支援

〇アセスメントレポートの

作成

・ガイドラインの各指標へ

の取組状況を記載

〇継続的なモニタリング体

制の検討・観光地計画

への反映

〇フィードバック

・ガイドラインへの取組に

関する課題・提案等

ガイドラインの役割・内容の理解
ガイドラインに基づく

取組等の実施
まとめ・

フィードバック

GSTC公認トレーナー
による講義（沖縄県）



①モデル事業取組例：GSTCトレーニングプログラムの実施
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○GSTC公認のトレーニングプログラムをモデル地域５地域で開催。
○JSTS-Dが準拠しているGSTCの体系や各指標について、講義及びフィールドワークにより理解を深め、JSTS-Dに基づ

く持続可能な観光地域経営を進めていく上でのベースを習得。

GSTC公認トレーナー
による講義
（沖縄県）

火に弱い合掌小屋付近には放
水銃（左）や防火呼びかけの
看板（右）が多数（白川村）

○開催時期 令和2年9月下旬～10月下旬（各地域約3日間）

○講 師 GSTC公認トレーナー 荒井 一洋氏、高山 傑氏、二神 真美氏（各地域1名）

○参 加 者 各地域10～20名程度（地方公共団体、観光地域づくり法人（DMO）、民間事業者等。他地域からも参加。）

○トレーニングプログラムの内容
・１～２日目：講義・グループディスカッション・取組報告

講義では、持続可能な観光の全体像とGSTCの体系や各指標について説明。適宜グループディスカッションを取り
入れ、自分の地域での取組や課題等について意見交換を実施。また、地域の持続可能な観光の取組報告も実施。

・３日目：フィールドワーク
フィールドワークでは、講義で学んだ各指標の内容について、実際の観光地でどのように活用していけるのか、現

地の人の解説を受けながら習得。

グループディスカッション
（京都市）

講義・グループディスカッションの様子 フィールドワークの様子

鎌倉駅周辺の混雑等
についての説明

（三浦半島）

絶滅危惧種の保護
に関する看板
（ニセコ町）



有識者名 所属

荒井 一洋 NPO法人大雪山自然学校 代表理事、北海道アドベンチャートラベル協議会会長、GSTC公認トレーナー

加藤 久美 和歌山大学 観光学部・大学院観光学研究科 教授

久保 竜太 株式会社かまいしDMC サステナビリティ・コーディネーター

小林 英俊 北海道大学 観光学高等教育センター 客員教授

高松 正人 観光レジリエンス研究所 代表

高山 傑 株式会社スピリット・オブ・ジャパン・トラベル、GSTC公認トレーナー

二神 真美 名城大学外国語学部 教授、GSTC公認トレーナー

古屋 秀樹 東洋大学国際観光部・教授

②モデル事業取組例：各地域への有識者の派遣
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○持続可能な観光に関するあらゆる専門分野を有する外部有識者をモデル地域５地域に各５回派遣。

○持続可能な観光地域経営を進めるにあたっての地域の悩みを解決し、今後の取組の方向性を提示。

○有識者派遣時期 令和2年9月中旬～12月中旬（各地に5人の有識者を1日間ずつ派遣）

○アドバイスの例

（参考）有識者一覧

来訪者に現地の
文化、環境を尊重
することを表明し
てもらい、地域の
ビジョンを伝えて
はどうか（ニセコ
町）。

世界遺産の継承が持
続可能な地域形成に
つながっており、ガイ
ドラインの取組も優先
順 位 や 弱 み を 知 る
きっかけと捉えるとよ
い（白川村）。

観光の効果の見え
る化について、例え
ば文化に関しては
観光客がいなけれ
ば継続できないと
いうメッセージが有
効（京都市）

観光客の増加によりゴミ
処理費用等が増加して
いることに対し、例えば
観光客の増加によりメ
リットを得ている事業者
から費用を補填させたら
どうか（三浦半島）。

観光による住民
へ の 利 益 に つ
いて、雇用の創
出や交通インフ
ラ の 整 備 が 進
むこと等も挙げ
られる（沖縄県）。



モデル地区 取組内容
（参考）JSTS-Dに
関連する主な項目

ニセコ町
・持続可能な観光に関する取組の観光事業者へのヒアリング

・持続可能な観光地域づくりへの取組をわかりやすく紹介する小冊子（リーフ
レット等）の作成

A5 / A8 / A10

三浦半島
・観光客に対して、自身のこれまでのゴミの捨て方や有料コミ箱の利用意思等
に関してのアンケート

A4 / A9 / B4 / B8 / 
C7 / D3 / D11

白川村
・過疎、高齢化、村の持続可能性等、住民が大きな課題と感じていることにつ
いて観光客へのアンケート

・住民・観光事業者・ガイドに対しては同様の内容でヒアリング

A7 / A9 / B4 / C4 / 
C7 / C8

京都市

・観光の効果の見える化指標を開発していくにあたり、統計関係の研究機関，
観光関連事業者、学識者等へのヒアリングを実施し、観光によって影響を受
けていると考えられる指標を設定。選定した指標に関するデータ分析により、
観光指標が与える効果を検証。

A1 / A3 / B1
（指標全般）

沖縄県
・障害者支援施設に入所の重度障害者が団体旅行で沖縄観光を楽しむことが
できるようにするための方策や仕組みの調査

・マニュアルを作成し、旅行事業者等へ周知
A5 / A10 / B8

③モデル事業取組例：指標に基づいた取組の実施
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○JSTS-Dの指標に関連する取組として、各モデル地区において課題と感じていることについて、モデル事業の
中で実施。

○取組実施時期 ： 令和2年11月下旬～12月下旬

○モデル地区毎の取組内容一覧



④モデル事業取組例：観光地プロフィールの作成
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○観光地（デスティネーション）プロフィールを作成し、地域の属性や全体像を見える化。

自治体コード：

ディスティネーション・プロフィール 最終更新日：
組 織 概 要

ディスティネーション名 ディスティネーションタイプ 都 市 歴史文化 自 然 温 泉 リゾート

代表住所 代表電話番号

地 理 的 情 報

所属する地方自治体の名称 DMOの名称・設置年 設置年 年

人口 面積 人口密度 都市部が占める人口

土地利用状況
農用地 ％ 森林 ％ 原野 ％ 水面・河川・水路 ％

道路 ％ 宅地 ％ その他 ％

特徴的な自然環境 海・山（高山・低山）・川・平原・その他（ ） 海抜高度 平均 m 最大 m

気 象
年間降水量 mm 降水日数 日

最暖月年平均気温 ℃ 月 最寒月平均気温 ℃ 月

観 光 の 目 玉

環 境 社 会 経 済

年間CO2 排出量
(D12)

tco2/年
サスティナビリティ・コーディネーター

(A2)
有・無 地域経済循環分析

（B１）

有・無 実施年 年

環境負荷の少ない交通の利用プログラム（D13)
ステークホルダー・ワーキンググループ

(A2)
有・無

手段：RESAS/EMCalc/その他（ ）

平均観光消費額
（B１）

円
有・無 徒歩・自転車・その他（ ）

景観保全条例・計画
(C1)

有・無

交 通

主要な鉄道駅 最寄りの国内空港（航空会社）

バス運行会社 最寄りの国際空港

主要タクシー乗り場 フェリー・船舶乗り場（クルーズ会社）

観 光

宿泊業・飲食サービス業雇用者数 (B1) 人（男女比 ： ）

月別
観光客推計

（百人）
(A11)

年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

宿泊客数

日帰り客数

計

年別
観光客推計

（百人）
(A11)

(直近5年） 年 年 年 年 年

宿泊者数

日帰り客数

計

国内

外国人
観光客の主要な来訪目的（上位５つ）（A11）

外国人宿泊客の主な国
（上位５カ国）(A11)

年
国名 その他

宿泊客数

構成比

主な宿泊施設収容力
(A11)

年
種別 ホテル 旅館 民宿 ゲストハウス 民泊 その他

軒数

定員

※ 各欄に記載されている（D12）、（A2）等の標記は、「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」の項目番号を示す。

担 当 者 情 報

担当
部署

部署名

担当者
役職 メールアドレス

氏名 電話番号

持続可能性／持続可能な観光に関する研修・セミナーの記録

年 月・日 研修名と主な内容 参加者数 主催者

○観光地の人口、地理
的情報、主な交通アク
セス、主要な観光地の
情報や観光統計等を
まとめ、その規模や特
徴、現状の概要につい
てまとめた観光地（デ
スティネーション）プロ
フィールを作成。

○明確なデータに基づ
いた計画策定の前提と
することができる。

←組織概要

←地理的情報

←環境・社会・経済に関す
る情報

←交通情報

←観光客数

←観光客の来訪目的

←外国人宿泊客の国籍、
宿泊収容力

←担当者情報

←持続可能な観光に関す
る研修・セミナーの記録



④モデル事業取組例：アセスメントレポート
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○JSTS-D各項目への取組状況等を記載したアセスメントレポートを作成し、自身の観光地がどの程
度持続可能な観光の実現に向けた取組をできているのかを把握。

アセスメントレポートの一部抜粋



⑤モデル事業取組例：国際的な認証機関（GD）による表彰
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○持続可能な観光の国際的な認証機関であるグリーン・デスティネーションズ（GD）が実施する表彰制度「TOP100選」に、

全モデル地域（ニセコ町、三浦半島、白川村、京都市、沖縄県）及び岩手県釜石市が選出。

GDのホームページに掲載された各地域の紹介
（左上から釜石市、京都市、ニセコ町、沖縄県、白川村、三浦半島。

それぞれの写真をクリックすると各地域の専用ページに遷移。）
表彰式において発表された様子

（左上からニセコ町、三浦半島、白川村、京都市、沖縄県、釜石市）

• モデル地域5地域及び釜石市の持続可能な観光に対する取組が評価され、TOP100選に入賞。10月6日に行われた表
彰式にて発表された。

• 入賞した地域はGDのホームページに掲載され、持続可能な観光地としての国際的な認知度向上や、サステナブル
ツーリズムに関心の高い観光客の誘客が期待されている。

• グローバルサステイナブルツーリズム協議会（GSTC）
が開発した国際基準（GSTC-D）と連携した国際的な
認証機関の１つ。GDの基準はGSTCの基準に準拠し
ていることをGSTCにより認定されている。

GSTC-D 等 を 開 発 。
GD等の認証機関の
基準がGSTCの基準

に準拠していることを
認定する機関。

グ ロ ー バ ル サ ス テ ナ ブ ル
ツーリズム協議会（GSTC）

グリーンデスティネーション
ズ（GD）

GSTC-D と 連 携

した国際認証機
関の１つであり、
観光地を認証す
る機関。

GDによる表彰

グリーンデスティネーションズ（GD）について
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今後の方向性

更なる普及に向けて
 UNWTO、運輸総合研究所との連携強化
 運輸局等も活⽤した地域への普及・啓発活動の強化

 JSTS-Dの継続的かつさらなる発展に向けて
 ⾏政主導のモデル事業から、観光地域づくり法⼈（DMO）や地⽅公共団体に
よる主体的な取組の⽀援へ

 国内における認証機関の設置是⾮の検討

 JSTS-Dを活⽤したブランディング・プロモーション
 JSTS-Dのロゴマークも活⽤した地域のブランディング
 JNTOを通じた対外的なプロモーション⼿段として活⽤
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2021年度の調査研究の⽅針について
資料２

2021年度の調査研究の⽅針

３つの⽅針に基づいて、各作業項⽬（①先進事例追加調査、②「⼿引き」作成、➂検討委員会等の開催、④報告書作
成）を実施する。シンポジウムは2021年12⽉頃を予定（東京都内で開催）

⽅針３：事例調査は数を増やさず深堀り、推進施策についても把握⽅針３：事例調査は数を増やさず深堀り、推進施策についても把握

⽅針１：実践的な評価を重視、秋以降にかけて「⼿引き」を充実する⽅針１：実践的な評価を重視、秋以降にかけて「⼿引き」を充実する

⽅針２：関連事業との連携⽅針２：関連事業との連携

2021年度の⽬標［第3回調査検討委員会に提出］

 「持続可能な指標型観光地域経営の⼿引き」（以下、「⼿引き」）の完成（地域での評価を通じてブラッシュアップ）
 ⼿引きの周知を⽬的として、シンポジウムを開催

 2021年8⽉に「⼿引き」を概成し、地域での実践的な評価を通じて磨き上げる
・実践的な評価（その1）：奈良県における取組に「⼿引き」を活⽤し、結果を反映 ⇒別添1
・実践的な評価（その2）：秋以降、全国の各地⽅運輸局においてセミナーを開催し、地域の声を反映（参加者アンケートを実施） ⇒別添2

 2021年度に関連する取組を進める⾃治体と連携し、実際の作業を通じた「⼿引き」への⽰唆を得る
・東京都、岐⾩県、沖縄県などに指標型観光地域経営の取組状況をモニタリングさせていただき、必要項⽬や内容を「⼿引き」に追加 ⇒別添3、4
☆2021年度観光庁JSTS-Dのモデル地区における運⽤事業とも連携（モデル地区を対象とした「⼿引き」アンケート調査を実施）

 2020年度の事例調査対象に対して、「⼿引き」掲載・挿⼊に向けた追加（確認）調査を実施する
・「⼿引き」の実現ステップに沿って挿⼊する参照コラムの充実を図るため、最新状況の把握及び適切な取りまとめのための追加調査を実施
☆対象事例は海外6事例・国内7事例。8⽉概成の「⼿引き」までに追加調査を実施
海外事例︓イタリア・南チロル、クロアチア・アドリア海沿岸、ポルトガル・アレンテージョ、カナダ ・ トムソン-オカナガン、アルゼンチン・ブエノスアイレス、インドネシア・スレマン
国内事例︓ニセコ町、釜⽯市、三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町）、岐⾩県、⽩川村、京都市、沖縄県
海外事例︓イタリア・南チロル、クロアチア・アドリア海沿岸、ポルトガル・アレンテージョ、カナダ ・ トムソン-オカナガン、アルゼンチン・ブエノスアイレス、インドネシア・スレマン
国内事例︓ニセコ町、釜⽯市、三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町）、岐⾩県、⽩川村、京都市、沖縄県



目 的
１年目：
奈良県における持続可能な観光地づくりに向けたあ
り方の策定

２年目：
奈良県のあり方の市町村への普及促進、指
標・目標の設定・評価手法の確立

３年目以降：
前２年の成果に
基づく取組の推進

取

組

内

容

県域

地域

ＡＰＴＥＣに業務委託

奈良県における持続可能な観光地づくりＵＮＷＴＯ連携事業 令和３年度事業の概要

奈良県の実情に即した持続可能な観光地
づくりを可能とするプロセス（方法論）を
示す「あり方」を作成

地域における持続可能な観光地づくりの自律的
実践に向けたワーキンググループ（ＷＧ）の開催
・ＷＧメンバーへの事前説明及びヒアリングによる

実態調査

・ＷＧグループ開催運営（県内2地域×各2回程度）
・ＷＧグループ開催後のＷＧメンバーのフォローアップ

反映

「あり方」に基づき、
委員会開催を通して、
奈良県の課題に応じた
持続可能な観光指標・
目標の設定や評価手法
を確立

「あり方」
のブラシュ
アップ

反映

持続可能な観光地づくりに意欲のある
地域の取組を支援
※１年目の事業成果も踏まえ、今後検討

例：ＵＮＷＴＯ専門家派遣、補助金etc

ＵＮＷＴＯ

県

市町村

連
携

連
携

連
携

１年目
（令和3年度）
の事業目的

UNWTOが有する専門的知見を活用し、県内２地域をフィールドとして、奈良県にとって的確な、また、
国際的にも通用する持続可能な観光地づくりに向けた手法を、「あり方」として策定する。

なお、事業実施に当たっては、ＵＮＷＴＯ駐日事務所を支援する（一財）アジア太平洋観光交流センター
（ＡＰＴＥＣ）に業務委託する。

事業の趣旨

観光分野における国連専門機関であるＵＮＷＴＯの知見を活用し、持続可能な観光地づくりの手法等について調
査研究を実施することで、奈良県観光総合戦略の実現推進を図る。

※UNWTOの専⾨的知⾒の活⽤の他、必要に応
じて、⽂献調査、統計データの収集・分析等
を実施

あり方
完成

活用

別添1



県

A地域

APTEC

B地域

（２）ワーキンググループ開催前の確認・調整事項

業務委託

（１）事業内容・スケジュール

調整・
ヒアリング

役割 事前確認事項

（１）関係者への事前アンケート・ヒアリング

（２）第１回WG：【議題】 地域の「なりたい姿」を決める・・・【資料】地域の観光資源・考えらえるリスク、事前調査結果

（３）第２回WG：【議題】 指標の検討・確定・・・・・・・・・・・・・【資料】地域の取組・役割分担、候補指標案

（４）あり方の作成

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●
第１回
WG

●
第2回
WG

◎
あり方

地域の取組内容・
役割分担・指標
候補案の検討

事前確認事項の整理・調整・
事前アンケート/ヒアリング

WG結果のとりまとめ・
県下展開のポイントとりまとめ

（「あり方」作成）

〇総合調整

• 「あり方」作成の動機、目指すところの明確化

• 県計画での位置づけの明確化、県との連携状況の整理

• WGの参加者候補に関する地域との調整

〇アンケート・ヒアリング調査の実施

〇各種説明資料の作成

〇アンケート/ヒアリ
ング調査への回答

〇既存取組の整理

• マネジメント主体の明確化

• WGのメンバー選定

WG開催前までに
地域で本事業に取り組む意義（手引きステップ0）
• 既存取組の整理
• 地域の課題や既存データの整理、マネジメント主体の課題の整理

奈良県における持続可能な観光地づくりＵＮＷＴＯ連携事業 令和３年度事業の概要



ステップ 県 APTEC A地域・B地域
フェー
ズ

0)取組開始に当たって
• 本事業（「あり方」作成）の目指すところの

整理

• マネジメント主体は誰か
• （地域の）既存取組・マネジメント

主体の課題・既存データ・アン
ケート／ヒアリングの整理

↑
｜

今年度
｜

地域の
なりた
い姿を
明確化
する

1)対象地域を決める
• 対象地域の位置づけ（既存取組・連携状況、

県計画での位置づけ）の整理
• 対象地域の範囲

｜
｜

2)利害関係者を参画させる
• WG参加者候補に関する地域との調整
• WG参加者への説明

• WG参加者への説明 • WG参加者の選定 ｜

3)地域の現状：観光資源とリス
クを明確化する • アンケート・ヒアリング調査の

実施

• WG① 上記調査に基づき、観
光資源・リスクの整理

• WG① 観光資源・リスクの
明確化

WG①
4)なりたい姿：観光の長期ビ

ジョンを共有する
• WG① なりたい姿の共有

課題を
特定し、
指標を
具体化
する

5)重点課題を特定し、合意を
形成する

• WG① 重点課題の特定

6)重点課題を解決する取組を
検討し、共有する

• 役割分担、指標候補案に関する事前検討
• 役割分担、指標候補案に関する

事前検討
• 取組内容・役割分担の事前検討

｜
｜

7)重点課題を踏まえて候補指
標を検討する

• WG②参加者と協働した取組内容・役割
分担の決定

• WG② 指標の検討・確定
• WG②の運営

• WG②参加者と協働した取組内
容・役割分担の決定

• WG② 指標の検討・確定

WG②
｜

• ステップ7）までの（「あり方」作成）
県下展開のポイントを整理

• 県と協働で指標開発、整理 ｜
↓

8)活用可能なデータを整理する

↑
｜
｜

次年度
以降

｜
｜

9)指標を特定する

指標を
計測し、
分析、
公表、
改善す
る

10)指標の計測手法を具体化する

11)データを収集し、指標を計測する

12)指標の推移を分析し、取りまとめ
て公表する

13) 指標や運営体制を見直し・改善す
る

今後検討

今年度の実施計画をＵＮＷＴＯが推奨する持続可能な観光地づくりに向けたのステップに対応して作成
今年度は手引きステップの０）～７）までを実施し、「奈良県における持続可能な観光地づくりに関するあり方」を作成する。

今年度の成果

奈良県における持続可能な観光地づくりＵＮＷＴＯ連携事業 令和３年度事業の概要
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持続可能な観光地域経営普及・促進のための地域別セミナーについて
別添2

開催概要(予定)開催概要(予定)

⽬ 的

 ⽇本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）・⼿引き（暫定版）の普及及び持続可能な観光地域経営の必要性の啓発
 ⼿引き（暫定版）に対する地域における評価を通じたブラッシュアップ（参加者アンケートを実施）

 時 期：⼿引き（暫定版）が概成する10⽉以降（〜2022年2⽉）、最⼤9ブロック(＊)で計9⽇
 場 所：各地⽅運輸局内会議室とオンライン併⽤のハイブリッド⽅式（※各地⽅運輸局の意向を確認中）
 対 象：⾃治体（観光担当部署に加えて、総合政策・まちづくり・教育・⽂化・環境関係部署等含む）、DMO、観光関連事業者、⼤学、

地⽅運輸局
 講 師：観光庁（外客受⼊室）・UNWTO駐⽇事務所・（⼀財）運輸総合研究所並びに同研究所「持続可能な観光地域経営の推進に関する

調査検討委員会」及び(⼀財)アジア太平洋観光交流センター(APTEC) サステイナブルツーリズム推進センターの有識者
 主 催：観光庁・UNWTO駐⽇事務所・（⼀財）運輸総合研究所・各ブロックごとの地⽅運輸局
 後 援：（⼀財）アジア太平洋観光交流センター（APTEC）

(＊) 9ブロック：北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局

プログラム(予定)プログラム(予定)
1. 持続可能な観光地域経営の必要性、地域にもたらすメリット（JSTS-Dの紹介も含む） ＜有識者、観光庁＞
2. 「持続可能な指標型観光地域経営の⼿引き」、INSTOの紹介 ＜（⼀財）運輸総合研究所、UNWTO駐⽇事務所＞
3. 地域における取組事例の紹介・発表 ＜各地⽅運輸局が選定した⾃治体等＞
4. 質疑応答・意⾒交換
5. セミナー後に個別相談実施



岐阜県のインバウンド促進に向けた考え方／ＳＤＧｓ

岐阜県 ＝ 先人から脈々と受け継がれた「自然」「伝統文化」「匠の技」などが
今も暮らしの中に息づく場所

白川郷、長良川の鮎、鵜飼、中山道、地歌舞伎、刃物、美濃和紙、陶磁器、木工 etc・・・

観光用に造られたものではなく、持続可能な観光を担うもの

ブランドコンセプト ＝ “日本の源流に出会える旅”

岐阜県 ＝ 先人から脈々と受け継がれた「自然」「伝統文化」「匠の技」などが
今も暮らしの中に息づく場所

白川郷、長良川の鮎、鵜飼、中山道、地歌舞伎、刃物、美濃和紙、陶磁器、木工 etc・・・

観光用に造られたものではなく、持続可能な観光を担うもの

ブランドコンセプト ＝ “日本の源流に出会える旅”

サステイナブル・ツーリズムの推進

ＳＤＧｓの理念に合致

ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）
○2020年度テーマ 「持続可能な観光促進」

・危機管理体制整備
・持続可能な観光地マネジメント

○実施体制 「サスティナブル・ツーリズム推進センター」新設
・UNWTO本部及び駐日事務所職員、自治体、賛助会員など
・UNWTO本部、ＳＤＧｓ推進協議会等と連携

※R2.3月議会 知事答弁（玉田県議）

GSTC
公認団体Green Destinations
「TOP100」に白川村が選出!!

・指標に基づく評価、観光地プロフィール作成
・国際的認証機関による評価等へのエントリー

名実ともに

岐阜県の強み Timeless Japan,
Naturaｌｌy an Adventure

“サステイナブル”を踏まえたブラディングをすべてのプロモーション活動に反映！

県ではINSTOを目指すとともに、県内各地の様々な先
進的な取り組みを県内各地へ！
＊INSTO・・・International Network of Sustainable Tourism Observatory １１

別添3



ＳＤＧｓの理念を観光に

岐阜県のサステイナブル・ツーリズムの推進

エビデンス・ベースの観光政策形成によるＡfter/Ｗithコロナでも選ばれる岐阜県の実現！

方

針

INSTO（International Network of Sustainable Tourism Observatory）
・UNWTO主宰。観光地単位で指標に基づく観光地づくり活動を行う世界ネットワーク
・世界３０の観光地が加盟（日本の加盟地域なし）するネットワークへの加盟

・観光庁「日本版持続可能な観光ガイドライン」（JSTS-D）モデル地区公募への申請
（Green Destinationsの観光地「TOP100」認定及びJSTS-D表彰等へのエントリー）

ＧＳＴＣ国際
認証取得等

ＩＮＳＴＯ加盟

実
施
内
容

Ｒ３

Ｒ４以降

基 盤 づ く り

メンテナンス
レベルアップ
プロモーション

・INSTO加盟申請（データ収集、専門家委員会による申請地域選
定、指標開発と目標値設定、地域協議会設立、レポート作成等）

・データ収集・分析による指標モニタリングと地域協議会での議論
・啓蒙活動（持続可能な観光地づくりへの各地域の意識向上）
・国際的評価を活用したプロモーション活動

◆世界から評価される「サステイナブル・ブランド」の確立
◆「サステイナブル」を踏まえたプロモーション活動の展開

Ⅰ

Ⅱ

県内の先進的な取り組みを県内各地へ！

UNWTO（国連世界観光機関）
責任ある、誰もが参加できる観光を推進する国連機関
SDGsを達成する手段として観光促進に取り組む

GSTC（グローバル・サステイナブル・ツーリズム協議会）
持続可能な観光の国際基準を作成する国際非営利団体
GSTC-D(Global Sustainable Tourism Criteria for Destination)

背

景

持続可能な観光の発展に必要な３要素
➀観光の影響をモニタリングする継続的取組み
②政治・行政のリーダーシップ
③地域の幅広い関係者の参画

観光庁
日本の特性を反映し、GSTC-Dに準拠した指標を策定

JSTS-D（Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations)

１２



「新・岐阜の宝もの」プロジェクト

2021年～

「新・岐阜の宝もの」プロジェクト

世界から認められる観光資源の発掘＆
世界から選ばれる観光資源へブラッシュアップ

3rdステージ

認定されると・・・
●各種メディアへの露出
●イベント、商談会でのＰＲ
●国内向け
着地型体験コンテンツの造成

●日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴS-D）等をベースに
ＳＤＧｓの理念に沿った岐阜県独自の評価基準を設定

●設定した基準に基づき、既認定資源（「岐阜の宝もの」、
「明日の宝もの」）や新規申請資源を分析・評価

●サステナブル・ツーリズムを牽引する観光資源を発掘・
ブラッシュアップし、「新・岐阜の宝もの」として認定

2007年～

「岐阜の宝もの」
認定プロジェクト

全国に通用する
地域の観光資源を
発掘＆
ブラッシュアップ

１stステージ 2ndステージ

2013年～

「岐阜の宝もの」
活用プロジェクト

国内外に通用する
観光資源として
ブラッシュアップ＆
プロモーション

「サステイナブル・ツーリズム」の
視点を導入し、国際的評価をめざす！

●知事トップセールスによる
海外プロモーション

●国内外の各種イベント、
商談会等でのＰＲ

●インバウンド向け
着地型体験コンテンツの造成

POST

コロナ

POST

コロナ

・官民連携の取組
・地域住民主体の取組
・「活用×保全」両輪の取組
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＜最終版では削除します＞ 
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はじめに 巻頭⾔ 

 

概 要                        

１．⼿引きの概要    

（地域にとっての観光） 

（指標型観光地域経営の必要性、指標型観光地域経営とは） 

（持続可能な指標型観光地域経営の実現） 

（持続可能な指標型観光地域経営の実際〜Q＆A を通じて） 

２．⼿引きの活⽤⽅法  

 

Ⅰ.世界における指標型観光地域経営の進展と効果     

（指標型観光地域経営の進展） 

（指標型観光地域経営の効果） 

 

Ⅱ.指標型観光地域経営実現のステップ          

（指標型観光地域経営の要素） 

（地域状況に応じた指標型観光地域経営） 

（指標型観光地域経営の実現ステップ） 

（取組開始に当たって） 

 

Ⅲ.指標型観光地域経営の実現に向けて〜13 の実現ステップ 

１．地域のなりたい姿を明確化する   

１） 対象地域を決める 

２） 利害関係者を参画させる 

３） 地域の現状︓観光資源とリスクを明確化する 

４） なりたい姿︓観光の⻑期ビジョンを共有する 

２．課題を特定し、指標を具体化する  

５） 重点課題を特定し、合意を形成する 

６） 重点課題を解決する取組を検討し、共有する 

７） 重点課題を踏まえて候補指標を検討する 

☆「⼿引き」0602 版 参考図表 

「⼿引き」の1)~13)の各ステップに 

コラムとして挿⼊予定の事例 

（概ね各ステップに３事例） 

＜最終版では削除します＞ 



 
 

８） 活⽤可能なデータを整理する 

９） 指標を特定する 

 

3．指標を計測し、分析、公表、改善する  

１０）指標の計測⼿法を具体化する 

１１）データを収集し、指標を計測する 

１２）指標の推移を分析し、取りまとめて公表する 

１３）指標や運営体制を⾒直し、改善する 

 

Ⅳ.指標型観光地域経営を⽀える仕組み          

１．必要となる資源（体制・⼈材・コスト）  

２．経営ツール               

３．地域を⽀援する仕組み          

４．地域を⽀援する主体           

 

Ⅴ.先進事例                      

 

 

 

資料編                        

「経営⽀援ツール」（様式1~10） 

「各種指標体系の解説（詳細版）」 

「⾸⻑のみなさんに」 

「先⾏研究レビュー」 

「指標型観光地域経営に活⽤可能な補助事業メニュー」 
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はじめに 巻頭⾔                       ［宿利会⻑、本保代表］ 

 

 本⼿引きは、観光に取り組む地域を対象として、持続可能な地域経営の⽅法である指標を活⽤

した観光地域経営（この⼿引きでは「指標型観光地域経営」と呼んでいます。）の実現に必要

となる知識（ノウハウ）、能⼒や技術（スキル）、そして、取組の進め⽅（実現ステップ）を

コンパクトにまとめたものです 

 地域によっては、観光以外にも農業や⾃然・環境を切⼝にした持続可能な地域経営もあり得ま

すが、地域経営は分野を横断した総合的な観点から考えていく必要があり、どの切⼝から取組

を⾏っても最終⽬標である「持続可能な“あらゆる分野における”地域経営」につながります 

 ここで、観光を切⼝とした理由は、観光がグローバルなマーケットで⾏われる社会経済活動で

あり、海外においては持続可能な観光地域経営に不可⽋な指標を活⽤した取組が先⾏しており、

それが持続可能な地域経営を実践するに当たり参考になることが挙げられます。また、成果が

国際的に評価される仕組みが既にあるなど、分野横断的な産業である観光を切⼝とすることで、

総合的な取組として、プロセスや成果が⽬に⾒えやすく取り掛かりやすいという⾯があります 

 

 国内では既にそれぞれの地域で持続可能性の確保、いわゆる SDGs（Sustainable 

Development Goals, 持続可能な開発⽬標）の実現への取組が進められていますが、その実態

は様々であり、また、確実な⽬標達成のプロセスが模索されているところです 

 こうした状況において、観光を切⼝とした持続可能な地域経営の実現について、本⼿引きは指

標を⽤いて確実に⽬標達成につながるプロセスを⽰しており、⼤きな意義があると考えます 

 

 本⼿引きでは、持続可能な指標型観光地域経営についての国内外の動向や先進事例の紹介も⾏

っています。また、地域における実践・運営を⽀える仕組みについてもまとめています 

 本⼿引きが、観光部署、SDGs 推進部署、総合政策担当部署が連携、さらに、地域の関係者の

皆さんが連携して、持続可能な指標型観光地域経営が我が国に広く展開していき、「住んでよ

し、訪れてよし」の地域づくり、国づくりの実現の⼀助となれば幸いです 
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概 要                                            

 

１．⼿引きの概要                                     

 

（地域にとっての観光） 

観光の取組を重視している地域では、観光は地域経済や地域の社会・⽂化、環境などに、良い

⾯でも悪い⾯でも影響を与えていると考えます。視点を逆にすると、地域の経済、社会・⽂化、

環境などのあらゆる分野を⼗分に活⽤しなければ、来訪者が魅⼒を感じる持続可能な観光地域、

来訪者に選ばれる観光地域となることはできません。 

このように、観光では地域の総合⼒を発揮することが極めて重要であり、観光と地域づくりの

双⽅が質を⾼め合う関係にあります。また、地域としての特性、発揮すべき強み、解消すべき弱

みはそれぞれであり、持続可能な観光地域経営を通じて解決すべき課題は様々で地域によって異

なります。 

そのため、持続可能な観光地域経営の実現に当たっては、それぞれの地域における⽬指す姿（な

りたい姿）を関係者で議論して共通認識を持ち、解決すべき課題の優先順位を決定して具体的な

取組を進めていく必要があります。 

そこで、地域によって異なる課題を共有し、効果を確認しながら取組を進めることを助ける重

要なツールが「指標」です。 

 

（指標型観光地域経営の必要性、指標型観光地域経営とは） 

既に地域における取組で、例えば政策の⽬標設定や予算獲得などの場⾯で多くの指標を活⽤し

ている地域もあります。こうした場合、指標や⽬標値が⾃治体の総合計画といった上位計画など

から与えられていることが多いと考えます。持続可能な指標型観光地域経営においては、地域の

なりたい姿を実現するためにまず着⽬すべき課題は何かを明確にするという課題発掘の段階、そ

して、課題が解決される様⼦を確認していく段階などで指標を活⽤していきます。 

つまり、指標型観光地域経営においては、なりたい姿や課題は何か、どのような取組を⾏うべ

きか、それがうまくいっているのかという、地域の関係者が連携して実施する観光地域経営のす

べてのステップで指標を意識・活⽤して進めていきます。指標は多様な主体間での共通⾔語とな

り、全員が指標という同じ⽬印を⾒ながら取組を進めることで、⼀連のステップや課題解決の取

組の実効性が⾼まります。また、指標によって課題解決の程度が⾒える化されるので、さらなる

取組の改善を⾏うことが可能になります。これが、指標型観光地域経営が求められる理由です。 
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なお、指標の活⽤や改善が指標型観光地域経営の⽬標ではありません。あくまで指標は⼿段に

過ぎず、この取組の⽬標はそれぞれの地域におけるなりたい姿の実現や、そのための課題解決を

効果的に進めていくことにあります。 

 

（持続可能な指標型観光地域経営の実現） 

まとめると、持続可能な指標型観光地域経営の実現とは、「持続可能な観光を推進することで、

指標を活⽤した課題解決に地域で取り組むことであり、そのために「観光を通じてなりたい地域

の姿を念頭に置きつつ、地域と地域関係者が抱える課題を明確化・共有し、これを解決するため

の取組を検討すること」、そして、「⼀連の取組の経過や成果を検証するため、指標を活⽤して

取組の推進状況・成果を計測し継続的に取組を改善していく（＝PDCA サイクルを回す）こと」

を実現し、さらに、これらプロセスを「課題が解決するまで、また、なりたい姿が実現するまで

継続させていくということ」となります。 

地域における課題を解決するという⽬的意識を強く持った関係者を巻き込み、育てることがこ

の取組のスタートです。 

 

（持続可能な指標型観光地域経営の実際〜Q&A を通じて） 

持続可能な指標型観光地域経営とは何かについて、より分かりやすく、Q&A の形で紹介しま

す。持続可能な指標型観光地域経営は難しいものではなく、地域の特性や地域が置かれている観

光の状況はもとより、現状の地域経営の体制や予算に関わらず、取組を始めることができます。 

 

Q1︓持続可能な指標型観光地域経営に取り組むための条件は︖ 

観光を通じてなりたい地域の姿があり、それを阻害する課題があると考えられる地域、つ

まり、すべての地域で取組を始めることが可能です。地域の抱えるすべての課題、すべての

取組について、持続可能な指標型観光地域経営の対象とするためには、⼗分な時間と⼈材・

体制などが必要ですが、いきなりハイレベルなところに取り掛かるのではなく、まずはひと

つの課題を対象として取り組んでみることが出発点です。これにより、今まで意識していな

かった取組の必要性や重要性に気付き、そこから取組が深まっていくことも期待できます。 

地域の発展に向けた改善のために、まずは取り掛かることが重要で、⾛りながら考え、取

組にフィードバックすることで更なる改善が得られます。 

本⼿引きでは、後述の章において持続可能な指標型観光地域経営を実現に向けて取り組

むべき 13 のステップを⽰していますが、必ずしもステップ 1 から順番にすべてを実施す

る必要はありません。地域の状況―なりたい姿や課題、また、取組体制などの状況―によっ
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て、途中のステップから始めることや、既に実施している取組を対象として指標を当てはめ

て計測することから始めるなど、いかようにも進められます。課題解決に向けたプロセスの

改善という指標型観光地域経営のステップを活⽤し、取組の実効性を⾼め、実際に課題を解

決させる成功体験を積み重ねていきましょう。 
⇒「Ⅱ.指標型観光地域経営実現のステップ」（指標型観光地域経営実現のステップ）p17 参照 

 

[実現ステップへの取組の仕⽅ 例] 
・既存の計画において、なりたい姿や課題が明らかになっている場合 

⇒その共有と合意形成を図るステップ5 から取り組む 

・課題解決の取組が関係者で共有・分担できている場合 

⇒指標を開発するステップ7 から取り組む 

（指標開発に係るステップ7〜10 を同時並⾏で取り組むことも可能） 

 

Q2︓取組を始めることを⾸⻑、地元にどう説明すると良いか︖ 

⾸⻑（あるいは上⻑）に対しては、指標型観光地域経営が地域の利害関係者との連携は不

可⽋であり、関係者との対話の機会を提供するものであること、その結果、地域の事業者や

住⺠に“寄り添う”姿勢を⽰す重要な機会となることを伝えることが有効です。もちろん、地

域の課題解決の実効性を上げるという本来の⽬的を伝えることも重要です。また、観光から

の直接的な恩恵がないと思っている事業者や住⺠に対して、観光における消費の恩恵が経

済の循環を通じて、地域経済が動いていること等を経済効果として指標で⽰し、観光への理

解促進につなげることも重要です。 

ここで持続可能な指標型観光地域経営が実現することによる成果は次のとおりです。こ

うした成果についても、本⼿引きに⽰した先進事例などとともに⾸⻑や地元の皆さんにお

⽰しください。 

 

[持続可能な指標型観光地域経営の成果 例] 
①関係者との合意形成・連携強化ができる 

②地域住⺠の取組への理解促進ができる 

➂⽬的意識の共有や指標・データの確認、集約を⾏っていくことで⾃治体各部署の協働が進む 

④⾃⼰分析を踏まえた政策⽴案ができる  

⑤持続可能な観光地域であること、その取組を⾏っていることを世界に発信できる 

（プロモーション、ブランディングの強⼒な武器となる） 
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Q3︓実現に必要な事業費・予算規模は︖ 

どのような取組を進めるかによります。例えば、地域のすべての課題、すべての取組を対

象とする包括的なものでしょうか、それとも、まずはひとつの課題を対象とした取組でしょ

うか。 

いずれにせよ、直⾯する課題を少しでも解決し、地域の持続可能性を⾼めるため指標型観

光地域経営に着⼿することが何よりも重要です。取り組む課題を極めて限定的なものにし

た場合は、巻き込む利害関係者や収集・活⽤する指標やデータも明確かつ限定的になります。

こうした経費は既存の観光振興や地域経営の取組の⼀環として⼗分賄えるはずです。まず

は、利⽤可能な経費、⼈員で取り組んでみるという姿勢も現実的でしょう。 

このような限定的な取組であっても、具体的な成果が上がれば、指標型観光地域経営の成

功体験として地域で共有することができ、次の展開につながります。 

また、指標の開発・収集の費⽤ですが、どのような課題であっても整理が必要と考えられ

る経済⾯の指標の「観光⼊込み客数」や「その季節変動」などは、既存の統計データや国が

提供している地域経済分析システム（地⽅創⽣の様々な取組を情報⾯から⽀援するために、

経済産業省と内閣官房（まち・ひと・しごと創⽣本部事務局）が提供するシステム。通称

「RESAS」https://resas.go.jp）などが活⽤可能であるほか、より⼩さな単位の地域のデ

ータについては、連携して取組を進める宿泊事業者などからデータ（宿泊者数など）の提供

を受けることで経費が削減できます。 

更に取組が進んで、課題を包括的に捉えた持続可能な指標型観光地域経営を実現する場

合は、地域の利害関係者との連携に必要な費⽤（シンポジウムやワークショップの開催経費

など）、指標の収集・整理に必要な費⽤などが毎年⼀定規模の経費となっていきます。ただ

し、この場合も⾃治体各部署の連携や地域の事業者、⼤学をはじめとする研究機関などとの

協働によって、例えば完全に⺠間事業者に委託する場合と⽐較して運営費⽤を抑えること

が可能です。 

 

Q4︓どのくらいの期間で成果がでるのか︖ 

どのような取組を進めるかによりますが、例えば、取り組む課題を限定し、その解決が短

期間で可能と考えられる場合は、準備から指標開発、課題を⽰す現状の指標の確認を単年度

で⾏い、取組の計画・実施から結果の確認を次の年度で実施することで、⼀連の指標型観光

地域経営を2 年間程度で実現することも可能です。 

これを更に展開し、包括的かつ持続可能な指標型観光地域経営を、後述する実現ステップ

1〜13 のすべてに沿って実現・実装するためには、指標開発（ステップ7〜10）に1〜2 年
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程度かけ、その次の年度から指標の計測・PDCA 運営という地域経営サイクルに⼊る、とい

うプロセスを踏むことが推奨されます。 

なお、課題や指標を特定した後の地域経営の周期は、各種データの更新とそれを踏まえた

指標の更新周期にあわせたものとなることから、標準的には1 年となります。 

 

Q5︓取組主体は⾃治体と観光地域づくり法⼈（DMO）のどちらが向いているか︖ 

指標型観光地域経営は、地域のなりたい姿を⽰し、総合的な取組によって課題解決を⽬指

すものです。従って、総合⾏政を担う⾃治体の関与が不可⽋であることから、⾃治体が中⼼

的主体となる地域が多くなることが想定されます。さらに、SDGs の達成に向けた取組とも

なることから、観光の部署のみならず、総合政策担当部署なども含めた⾃治体各部署の⽔平

的な連携が望ましいです。 

その上で、地域に DMO が存在する場合は、是⾮ DMO の参画も期待したいところです。

DMO によって、データ収集・活⽤能⼒、利害関係者を巻き込む能⼒などに差があるため、

実態に応じた役割分担をそれぞれの地域で検討する必要があります（逆に、指標型観光地域

経営への参画がDMO の機能・役割の検証と強化の機会となります）。また、⾃治体におい

ては、担当者が短期間に異動してしまうことが多いですが、DMO では同じ担当者が継続し

て取組を実施することが可能であるため、その参画は地域における指標型観光地域経営に

関する専⾨性の醸成や⼈脈の構築等にもつながります。 

 

Q6︓市町村単独でできるものか︖国等の⽀援は期待できるか︖ 

指標型観光地域経営は、地理的範囲として基礎⾃治体単位（更に細分化することもあり得

ます）とすることが現実的なので、実施主体も基礎⾃治体となることが多いと考えられます

（海外の事例をみてもこうした状況です）。都道府県単位で指標型観光地域経営を実施する

場合もあり得ますが、その場合の実施者（都道府県）の役割は、基礎⾃治体の取組に対して、

広域的な課題解決や広範囲での関係者の協⼒が必要な場合の⽀援や、データや指標の提供

や専⾨家の紹介などを⾏った上で、同様の取組の展開と⽔準向上を図ることとなり、これ⾃

体が広域的な指標型観光地域経営の実現と⾔えます。 

⽀援については、観光庁をはじめとした国の機関や国連世界観光機関（UNWTO）駐⽇事

務所、同事務所を⽀援する（⼀財）アジア太平洋観光交流センターに設置するサステイナブ

ルツーリズム推進センターなどの国際的な機関が、指標型観光地域経営の仕組みづくりや

指標開発、計測⼿法などに関する専⾨家派遣といった、様々な⽀援策を⽤意しています。 
⇒「Ⅳ.指標型観光地域経営を⽀える仕組み」３．地域を⽀援する仕組みp47 参照 
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Q7︓必要なノウハウ、⼈材は︖ 

本⼿引きは、指標型観光地域経営に関する基本的な知識（ノウハウ）を習得できるもので

す。ノウハウを実践に移すための能⼒・技術（スキル）としては、「IV.指標型観光地域経

営を⽀える仕組み」で挙げるように、①地域の利害関係者を巻き込んだ仕組みづくりができ

ること、②指標の選定・活⽤に関する知識に習熟すること、③利害関係者が参加するワーク

ショップや指標型観光地域経営の遂⾏に当たってアドバイスを⾏う⼤学等研究機関の専⾨

家などによる連携関係の構築といった持続可能な運営体制をつくることなどがポイントと

なります。こうしたスキルを⾝に付けるために、本⼿引きの「Ⅳ.指標型観光地域経営を⽀

える仕組み」を⽤意しています。つまり、熱意さえあれば、本⼿引きによってノウハウとス

キルを習得し、指標型観光地域経営を進めていく⼈材となる（あるいは育成する）ことが可

能です。 

また、先進事例をみると、取組を始めることでノウハウ・スキルを備えたチームができ上

がっていきます。 

スタートの時点では、モチベーションを⾼く持ち、⾃ら地域に⼊って⼈脈を形成し、関係

者を巻き込むことができる先導的⾏動をとるリーダーがいることが望ましいです。実施主

体のどの部署に所属していても構いませんが（官⺠も問いません）、中⻑期のリーダーシッ

プを発揮するチームリーダーが存在することが極めて重要です。 

実施主体の中に、こうしたチームが必要となるため、取組には⾸⻑の理解が不可⽋となり

ます。 
⇒「Ⅳ.指標型観光地域経営を⽀える仕組み」１．必要となる資源（仕組み・⼈材・コスト）p43 参照 

 

Q8︓観光ビジョン、観光計画がない場合は︖ 

観光ビジョン、観光計画がなくても取組を進めることができます。指標型観光地域経営が

⽬指すところは地域の課題解決です。 

観光ビジョンや観光計画がある場合は、ステップ1〜4（地域のなりたい姿の明確化）な

いし5（重点課題の特定、合意形成）などにおいて、その内容を取り込むことができます（こ

れらステップが観光ビジョン、観光計画のレビューという作業になります）。さらに、ステ

ップ 4 以降の関係者とのやり取りや指標開発などによって、観光ビジョンや観光計画がよ

り具体的なものとなっていきます。 

観光ビジョンや計画がない場合は、ステップ１〜4（地域のなりたい姿の明確化）から取

組を始めることが考えられますが、Q1 の回答に⽰したように、地域の実態に応じて進める
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ことが可能です。何よりも取組を始めることが重要です。 

 

[実現ステップへの取組の仕⽅ 例] ☆再掲 
・既存の計画において、なりたい姿や課題が明らかになっている場合 

⇒その共有と合意形成を図るステップ5 から取り組む 

・課題解決の取組が関係者で共有・分担できている場合 

⇒指標を開発するステップ7 から取り組む 

（指標開発に係るステップ7〜10 を同時並⾏で取り組むことも可能） 

 

Q9︓本⼿引きと観光庁「⽇本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D︓Japan Tourism 

Standard for Destinations）」との関係は︖ 

JSTS-D は、全国的⾒地から観光地域経営で確認すると良い指標を網羅的に⽰した「全国

版」と⾔えます。また、JSTS-D は、国際的な視点・指標を強く意識しており、指標型観光

地域経営の取組状況のベンチマークとして役⽴つため、本⼿引きと共に活⽤していくこと

が望ましいと考えます。 

本⼿引きは、それぞれの地域の課題解決の⽅法として指標型観光地域経営の実現ステッ

プ、そして、実現のためのノウハウ、スキルなどを⽰しています。各地域の課題や取組状況

に応じて採⽤する指標は当然異なり、本⼿引きによって地域で実現される指標型観光地域

経営の姿・実態はそれぞれ固有のものとなることから、本⼿引きは「地域における実践版」

という整理ができます。また、本⼿引きは、JSTS-D を含む既存の指標体系の背景や内容の

解説によって指標型観光地域経営への理解を深め（ノウハウを提供）、⽅法論についての詳

細な解説を加えて取り組みやすくした指標型観光地域経営の“参考書”であり、実践を主眼と

したものと⾔えます。 

 

Q10︓指標やデータの収集は容易に可能なのか︖ 

指標は⼿段であるという意味は、「指標の活⽤や改善が⽬的ではなく、課題の解決が⽬的

である」というほかに、「指標を検討すること⾃体が地域のなりたい姿と課題を明確化して

いく、観光地域経営の重要なプロセスである」ということです。なりたい姿や課題の状況を

どのような指標やデータを使って表すことが可能かを、専⾨家のノウハウを活⽤しつつ、利

害関係者で協議していくことが重要です。こうした協議を踏まえ、現状で利⽤可能なデー

タ・指標、新たに開発が必要な指標とその計測⽅法を具体化します。なお、⾃治体各部署や

事業者との連携が進む中で、利⽤可能なデータ・指標はどんどん増えていくはずです。 
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本⼿引きでは、指標型観光地域経営で活⽤できる各種データ（有償、無償問わず）の内容

や⼊⼿先を整理しています。 

 

Q11︓国際認証取得を⽬指すことは必要か︖ 

観光庁の JSTS-D や観光地向けの持続可能な観光の国際基準 GSTC-D（Global 

Sustainable Criteria for Destinations）などを活⽤して地域の状況を⽰すことによって、

国際認証の取得が可能です。これは指標型観光地域経営の成果の⼀つであり、地域のなりた

い姿の実現に必要であれば、国際認証取得を⽬指すことは意味のあることだと考えます。 

その際、国際認証の取得⾃体がゴールとならないように、何のために認証を⽬指すのかを

確認しておくことが重要です。国際認証の取得を⽬指すメリットとしては、国内外問わず若

年層や富裕層にみられる持続可能な観光志向者の誘客のため、あるいは誘客につながる地

域のブランド化のため、また、国際認証を⽬指すことで、地域の利害関係者の参画や予算・

事業費の確保をスムーズにする、関係者のモチベーションアップを図る、などが考えられま

す。 

 

Q12︓UNWTO による持続可能な観光地域経営推進国際ネットワーク（INSTO︓The 

UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observations）が推奨

される理由は︖ 

UNWTOが組織している世界の指標型観光地域経営に取り組む地域のネットワークであ

るINSTO に加⼊するためには、「関係者の参画」、「総合的な観点からの指標作成」、「モ

ニタリング・評価の継続的実施」が要件になっているので、INSTO に加⼊するプロセスに

おいて、指標型観光地域経営の取組が⾃ずと促進されるような仕組みとなっています。ま

た、加⼊後は海外先進地域との情報交換といった⽀援策が⽤意されています。UNWTO 会

議等における地域の情報発信も可能で、プロモーションやブランディングにも効果的であ

るなど、指標型観光地域経営の取組をより推進するものとなります。 

なお、加⼊に当たっては国連世界観光機関（UNWTO）駐⽇事務所の⽀援があり、申請

費⽤も不要です。2021 年 5 ⽉時点で国内の加⼊地域はありませんが、本⼿引きを活⽤し

てINSTO 加⼊を⽬指すことも取組の効率化につながると考えます。 
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２．⼿引きの活⽤⽅法                                  

本⼿引きは、指標型観光地域経営に関⼼を持つ皆さんが、その本質を学び、関係者を巻き込み

つつ持続可能な指標型観光地域経営を実現していくためになすべき⼿順を⽰すものとして作成

しました。 

作成に当たっては、持続可能な指標型観光地域経営は難しいものではないこと、課題解決とい

う成果を重視すること、地域の特性や事情に合わせて考えることが重要であることをポイントと

しました。 

 

⾃治体の観光部署や SDGs 推進部署、総合政策部署、農林部署、教育委員会などの関連部署、

更にはDMO の皆さんを読者として想定しています。「概要」で述べたように、持続可能な指標

型観光地域経営の実現に向けて必要となる「ノウハウ（知識）」「スキル（能⼒・技術）」を解

説し「実現までのステップ（13 の実現ステップ）」を、事例を参照しつつ⽰しています。また、

関連する仕組みや先進事例も取りまとめました。 

 

地域のなりたい姿を実現するため、是⾮本⼿引きを参考書として、御活⽤ください。 

なお、本⼿引きは皆さんの声をもとに絶えず更新していくことを想定しています。ご質問、ご

意⾒をお寄せくださいますようお願いいたします。 

☞本⼿引きは、地域の取組状況に応じて必要な項⽬を参照頂ければ良いですが、初回は是⾮通読し

てください。 
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[参考 各章の解説する内容について] 
                               「ノウハウ」「スキル」「ステップ」   

概 要 

 

Ⅰ.世界における指標型観光地域経営の進展と効果           〇 

Ⅱ.指標型観光地域経営実現のステップ                〇 

 

Ⅲ.指標型観光地域経営の実現に向けて〜13 の実現ステップ       〇        〇    〇 

1．地域のなりたい姿を明確化する 

2．課題を特定し、指標を具体化する 

3．指標を計測し、分析、公表、改善する 

 

Ⅳ.指標型観光地域経営を⽀える仕組み                      〇 

 

Ⅴ.先進事例                            〇     〇    〇 

 

資料編                               〇          〇 
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Ⅰ.世界における指標型観光地域経営の進展と効果                       

 

（指標型観光地域経営の進展） 

持続可能な観光指標の開発は、1992 年の「第1 回環境と開発に関する国連会議」（地球サミ

ット）を契機に始まりました。そして、2004 年には20 か国60 ⼈余の専⾨家の知⾒を結集し、

この分野における国際的な主著となる「観光地のための持続可能観光指標・ガイドブック」（以

下「UNWTO ガイドブック」という。）が発表されました。すなわち、持続可能な開発⽬標（SDGs）

の発表（2015 年国連サミット）に先⽴つこと 10 年、観光を切⼝とした持続可能な指標型の地

域経営の形が⽰されました。 

その後、海外ではGSTC（Global Sustainable Tourism Council，グローバルサステナブルツ

ーリズム協議会）による観光地向け基準「GSTS-D」（2013 年）が、また EU による観光指標

システム「ETIS（European Tourism indicators System）」（2013 年）がそれぞれ発表され、

地域への実装が始まりました。 

⽇本では、急速な外国⼈旅⾏者の増⼤、⼀部観光地における混雑やマナー違反などへの関⼼の

⾼まり、いわゆるオーバーツーリズム問題などを背景として、持続可能な観光への関⼼が⾼まり、

2018 年に観光庁に「持続可能な観光推進本部」が設置され、国内の実態把握の調査や今後の取

組の⽅向性について検討が進められてきました。その成果の⼀つとして、2019 年に「持続可能

な観光先進国に向けて」を公表し、今後の取組の⽅向性として、“各⾃治体や観光地域づくり法

⼈（DMO）が多⾯的な現状把握の結果に基づき持続可能な観光地経営を⾏うよう、国際基準に準

拠した「持続可能な観光指標」を開発・普及していく”こととされました。また、同年開催された

G20 北海道倶知安観光⼤⾂会合では、観光が世界の経済成⻑をけん引し、SDGs の達成に貢献す

ることを確認し、観光客と地域社会の双⽅に恩恵をもたらす持続可能な観光地域経営の推進等を

盛り込んだ「北海道倶知安宣⾔」が採択されました。2020 年には「GSTC-D」に準拠する⽇本

版持続可能な観光ガイドライン「JSTS-D」が発表され、モデル地区での実践などを通じた普及

活動が進められています。 

 

では、「UNWTO ガイドブック」「GSTC-D」「ETIS」「JSTS-D」は何が違うのでしょうか。

まず、内容としては、「UNWTO ガイドブック」は指標を提⽰しているだけでなく、観光地域特

性別の指標選定の考え⽅や観光地域経営の指標導⼊を含むプロセスをステップとして丁寧に⽰

しています。他⽅、「GSTC-D」「ETIS」「JSTS-D」は、指標を中⼼とした解説となっており、
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本⼿引きが着⽬している観光地域経営の指標導⼊を含むステップについての記載はあまりあり

ません（GSTC-D やそれに準拠する「JSTS-D」は世界基準として満たすべき指標、「ETIS」は

観光地のブランド向上を⽬的とした数値で評価する指標でそれぞれ構成されています）。 

これら4 ついずれの⽂書において提⽰されている指標は、経済、環境、社会・⽂化、マネジメ

ントといった分野で整理することができます。「UNWTO ガイドブック」「GSTC-D」「ETIS」

「JSTS-D」は、それぞれ748 指標、174 指標、73 指標、113 指標あり、「UNWTO ガイドブ

ック」のみ、地域で取り扱う指標の選定や活⽤の仕⽅について、どのようなステップで⾏ってい

くのかについての解説があります。 

 

「UNWTO ガイドブック」（500 ⾴を超える⼤著、⽇本語訳なし）の中でのみ述べられてい

る、観光地域経営の指標導⼊を含むステップを分かりやすく⽰す⽇本語資料がないこともあり、

指標型観光地域経営に取り組む際の最初のハードルとして、データや指標をたくさん集めなけれ

ばいけないのではないか、費⽤もかかりそう、でも取り組むことでどんな効果があるのか分から

ないといった懸念が⽣じている可能性があります。 

こうした懸念に対し、できるところから取組を始めることが重要であり、本⼿引きはその⽅法

を⽰すものとなっています（「JSTS-D」にも、できるところから取組を始める、また、既にで

きている部分もあるはず、と書かれており、この取組はハードルが⾼いように⾒えるが、実は難

解なものではなく、まずは取り掛かることが重要という認識を持っていることが分かります）。 

 

 

指標型観光地域経営の進展 
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「UNWTO ガイドブック」「GSTC-D」「ETIS」「JSTS-D」の特徴 

 
 

  

「UNWTO ガイドブック」「GSTC-D」「ETIS」「JSTS-D」に掲載の指標（項⽬） 
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（指標型観光地域経営の効果） 

本⼿引きでは、指標型観光地域経営に取り組むことによる重要な効果は、地域の課題を解決す

ることだと考えています。これを実効性を⾼く繰り返し、また、積み重ねていくことで、観光を

切⼝とした持続可能な地域のなりたい姿を実現していくという戦略です。こうした活動にどうし

ても必要なツールが指標です。これが本⼿引きのタイトルを「持続可能な指標型観光地域経営の

実現」とした理由です。 

 

海外においては取組が先⾏していますが、国内においては持続可能な観光地域経営の実践は始

まったばかりであることも事実です。例えば、国内では地域におけるSDGs への取組（以下「ロ

ーカルSDGs」という。）の実現促進（ニセコ町）、観光地域としての認知度の向上（釜⽯市）、

観光客増加による環境の悪化への対処（三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町））、従来からの観光・

⾷・モノ⼀体施策の⾒える化・持続性の確保（岐⾩県）、⽣活の豊かさと⽂化資源保全の両⽴（⽩

川村）、オーバーツーリズム解消・マナー改善（京都市）、県内各地域の課題発掘・明確化（沖

縄県）など、地域によって⽬的や取組の規模、実現ステップのレベルも異なっており、地域の状

況に応じた成果を期待した取組が進められています（それで良いのです）。 

成果が異なる⼀⽅、共通することもあります。それは、いずれの地域においても、指標型観光

地域経営に取り組むことで部署間、そして、事業者や住⺠との連携が進んだこと、さらに、それ

が⾒える化されたことです。 

 

海外では、分かりやすく、顕在化している課題解決を狙っている例が多くみられます。急増す

る観光客による環境負荷の低減（イタリア・南チロル、クロアチア・アドリア海沿岸）、観光産

業の⼈材が少ない中で対応できるターゲットの選定・誘致（ポルトガル・アレンテージョ）、観

光客の季節変動解消・先住⺠との共⽣の観光資源化（カナダ - トムソン-オカナガン）、都⼼部

への集中を防ぐことと観光客増加の両⽴（アルゼンチン・ブエノスアイレス）、⽔源地の⽔質保

全（インドネシア・スレマン）などです。 

なお、これら地域は INSTO 加⼊地域であることから、指標マネジメントを担う組織（⼤学、

NPO、⺠間シンクタンク）と⼀緒に取組を進めています。 
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Ⅱ.指標型観光地域経営実現のステップ                             

（指標型観光地域経営の要素） 

持続可能な指標型観光地域経営が実現されているかどうかについては、以下の5 つの要素で評

価ができると考えています。 

①責任と能⼒あるマネジメント主体によって、②明確なエビデンスに基づいて、③計画や取組

と連動した PDCA サイクルが確⽴しており、④サイクルごとの成果が対外的に他の地域と⽐較

できるような情報として、⑤公表されている場合、その地域では持続可能な指標型観光地域経営

が実現できていると⾔って良い、ということです。 

この形ができていれば、様々な課題が解決されるにつれて、地域のなりたい姿がだんだんと⾒

えてくる（実現してくる）はずです。⼀つの課題解決についても、成功のためにはこの形が必要

なはずです（マネジメント主体が特定の職員1 ⼈であっても）。 

事例でみたような、既に⾃治体としてローカルSDGs に取り組んでいる場合などは、既存の取

組の中に観光の切⼝から対応する指標を埋め込むようになりますが、その際も全体として 5 つ

の要素がきちんとできていることが重要です。この5 つの要素によって、何を切⼝とした場合で

あっても、指標を⽤いた地域経営がなされているかを評価できます。 

指標型観光地域経営の要素 

 
 

（地域状況に応じた指標型観光地域経営） 

指標型観光地域経営は、活⽤する指標を含め、地域の状況に応じて異なるものであり、地域で

関係者と連携してどのように進めるかを考えていくことが不可⽋です。 

⼀つの課題解決を⽬指すのか、ローカル SDGs のような包括的な取組（の⼀部）とするのか、

課題のタイプごとに活⽤が有効な指標があります。本⼿引きでは、「Ⅲ.指標型観光地域経営の実

現に向けて〜13 の実現ステップ」において、事例でみたような典型的な狙い・課題ごとの例⽰

を⽰すとともに、これまでのデータ・指標の活⽤状況も整理しています。 
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（指標型観光地域経営の実現ステップ） 

指標型観光地域経営は、13 のステップで導⼊していくことが効果的です。このステップは

「UNWTO ガイドブック」によるものを基本とし、⽇本向けに「取組開始に当たって」の項⽬

（下図の⾚⾊部分）とステップ 6 を追加するとともに、実現を⽀える仕組みについて、「Ⅳ.指

標型観光地域経営を⽀える仕組み」としてまとめました（下図の⻘⾊部分）。 

既に触れていますが、13 の実現ステップは指標型観光地域経営で必要な作業をすべて漏れな

く⽰したものです。地域によっては、既に進んでいる取組もあるでしょうから、その場合はまだ

できていないステップから取り掛かって進めれば問題ありません。ただし、本⼿引きで「取組開

始に当たって」の項⽬は、どのステップから始めることになっても、まず、実施してください。 

 

指標型観光地域経営の実現ステップ

 
[実現ステップへの取組の仕⽅ 例] ☆再掲 
・既存の計画において、なりたい姿や課題が明らかになっている場合 

⇒その共有と合意形成を図るステップ5 から取り組む 

・課題解決の取組が関係者で共有・分担できている場合 

⇒指標を開発するステップ7 から取り組む 

（指標開発に係るステップ7〜10 を同時並⾏で取り組むことも可能）  
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（取組開始に当たって） 

指標型観光地域経営に取り組むためには、他部署や利害関係者等の多くの⽅々との連携が不可

⽋です。 

まずは、関係者の積極的な参画を促すためにも、また、取組全体の⽅向付けのためにも（ある

いは主導するチームを組成するためにも）、指標型観光地域経営になぜ取り組むのか、何を期待

して取り組むのか、どこまで進めばゴールしたと⾔えるのかを考察・整理することが重要です。 

その上で、これまでの地域の観光ビジョンや観光計画、これまでの関連施策の整理、うまくい

かなかったこと（課題）などについても取りまとめ、指標型観光地域経営に取り組むスタート地

点を確認しましょう。こうした整理を⾏うことで、例えばこれまで観光を意識せずに⾏ってきた

取組が、実は観光指標に紐づくことがあるはずです（ｐ21 の東京都の例を参照）。地域の実情

やレベルを把握した上で、何から取り組むべきか考察します。 

☞この（取組開始に当たって）は、地域のそれぞれの状況に応じてどの実現ステップから取り掛か

る場合であっても、必ず実施すべき内容です。いわば実現ステップ０（ゼロ）というべき重要な準

備作業です。 
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指標型観光地域経営に取り組むに当たって 

指標型観光地域経営に取り組むこととなった理由は、、、 

 

 

指標型観光地域経営に期待するもの・ことは、、、 

 

 

指標型観光地域経営によって、最終的に次のこと・状態を実現する 

・ 

・ 

 

指標型観光地域経営に取り組むスタート地点 

参照すべき観光ビジョン・観光計画 

・ 

・ 

参照すべき施策、データ集等の資料リスト 

（経済分野）︓ 

（環境分野）︓ 

（社会・⽂化分野︔教育委員会等の領域）︓ 

持続可能な観光地域となるに当たって、既に顕在化している課題・うまくいかないこと 

・ 

・ 

・ 

☞これらを整理することで、実現ステップに取り掛かる⽅針も固まるはずです。また、この段階で

課題を類推することも可能です 

☞他部署や利害関係者に最初に打診をする際に、それぞれに、持続可能な地域を実現する上での課

題や持続可能な事業を実施するに当たっての課題についての認識とそれが表れているデータにつ

いて確認しておくと取組がスムーズに進みます（事前アンケートをすることもよいでしょう） 
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参考 指標型観光地域経営に取り組むスタート地点での課題の抽出 

 

既存の計画や施策も、持続可能な観光地域経営が少なからず（無意識であっても）念頭に置か

れているはずです。あるいは、こうした施策を講じるならこのような課題が発⽣しそう、こうい

った指標を⾒ておく必要がありそう、といった類推もできます。 

こうした整理・事前分析を⾏うと「指標型観光地域経営に取り組むに当たって」や「指標型観

光地域経営に取り組むスタート地点」をまとめる助けになります。 

例えば東京都では、「観光案内インフラ整備」が重点的な取組とされており、（情報の）アク

セシビリティ改善という課題が認識され、その解決が図られていることが分かります。また、「地

域の⾷、伝統⽂化体験」や「ユニークベニュー」などの観光への重点的な取組があることから、

（訪問者の）⽂化遺産での管理ができているかに着⽬する必要があることが分かります。 
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既存の計画や施策からの課題・指標の紐づけ 

 

 
出所）「ＰＲＩＭＥ 観光都市・東京 東京都観光産業振興実⾏プラン 〜東京2020 ⼤会に向けた重点的な取組〜（抜

粋）」より作成 

☞既存の施策に関係しそうな指標を当てはめてみました 

 

事例 東京都 
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Ⅲ.指標型観光地域経営の実現に向けて〜13 の実現ステップ                   

 

1．地域のなりたい姿を明確化する                              

ステップ群 1.（ステップ 1〜4）では、指標型観光地域経営に取り組むに当たって、将来、ど

のような地域になりたいのかというゴールを明確にします。ゴールが明確になってはじめて、な

りたい姿と現状の姿を隔てている課題がはっきりします。 

このステップ群1.では、取組を進める地域の地理的範囲とそれに応じた利害関係者の特定、そ

して、地域の現状（観光資源やリスク）を明らかにした上で、地域のなりたい姿を利害関係者で

検討・共有します。 

☞既に地域のなりたい姿が観光政策・観光計画で⽰されており、課題が明確になっているならば、

その実現や課題の解決から取組を始める⽅法もあります。その場合、ステップ群 1.を⾶ばしてス

テップ群2.から取り組んでも良いでしょう。 

 

 

１） 対象地域を決める 

 特段の理由がない限り、⾏政区分を対象地域とすることが考えられます 

指標型観光地域経営には、責任と能⼒あるマネジメント主体が必要です。また、既存のデータ

や指標が⾏政単位で整理されていることが多いことも考慮すると、⾃治体の範囲を基本とするこ

とが⼀般的です。 

さらに、⾃治体の境界の中に、それぞれごとになりたい姿が異なる（あるいは別にした⽅がな

りたい姿が明確になる）地域区分、解決すべき課題が異なる地域区分がある場合は、それらを基

に区分することもあり得ます（総合計画や観光ビジョン・観光計画等の対象とする地域の区分が

参考になります。⼟地利⽤や⾃然・⽣態学的な境界も考慮の対象になります）。 

☞⾏政区域全域を対象地域とする必要はありません。特定の課題解決を取組の当⾯のゴールとする

のであれば、課題が発⽣している市内○○地区、のみを対象地域としても構いません。 
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２） 利害関係者を参画させる 

 地域のなりたい姿を検討し、共有することが必要と考えられる利害関係者を、持続可能な観光

に関わる経済分野、社会・⽂化分野、環境分野、教育分野を踏まえて、⾃治会等の住⺠組織な

どから利害関係者をリストアップします。また、⾃治体内部の関係部署にも参画を呼び掛けま

す。 

既存の観光政策や観光計画がある場合は、その多くが策定過程でこうした利害関係者による委

員会や住⺠の声を聞く説明会などの住⺠参画の場が設けられており、既に⼀定程度、観光地域づ

くりに利害関係者が参画していると⾔えます。これらの過程に参画した主体が、経済分野、社会・

⽂化分野、環境分野にまたがったものであるなら、そのリストを整理しましょう。 

☞本ステップが 2 番⽬という早い段階にあることに注⽬してください。何かのたたき台を（⾏政側

が）作った上で、利害関係者に諮る、という⽅法では指標型観光地域経営はうまくいきません。そ

の理由を「UNWTO ガイドブック」では次のように整理しています。 

 

[利害関係者を参画させること、また、それがステップ2 となっている理由] 
・すべてのステップに開放性、透明性がなければならない。このために利害関係者の参画が不可⽋ 

・利害関係者が⾃分事と考えることが重要。特に普段馴染みのない指標の作成過程に関わることで、指標

を重視して利⽤をすることで、これを⽬印にした対応を⾏うこととなる 

⇒早い段階から巻き込まなければならない 

・対象地域のことは住⺠が最もよく知っている 

⇒地域住⺠の参画が不可⽋ 

⇒⾃分が作成に関わった指標であれば、重視し、利⽤し、対応する可能性が⾼い 

 

☞なお、特定の課題への取組を先⾏させる場合には、対象とする課題に関わる利害関係者のみを対

象にリストアップすると良いでしょう。 

 

 

 リストアップした主体を対象に、シンポジウムを開催し広く持続可能な指標型観光地域経営へ

の理解促進を図り、その中でも積極的に参画したいという主体（参画が必須な主体には強く参

画を呼び掛けてください）を対象としたワークショップを設置し、以降のステップを進めてい

きます。 

取組への理解と参画を促進するためのシンポジウムでは、事前に（取組開始に当たって）の準

備作業で整理した「指標型観光地域経営に取り組むに当たって」を活⽤して、指標型観光地域経
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営になぜ取り組むのか、何を期待して取り組むのか、どこまで進めばゴールしたとするのか、な

どのマネジメント主体としての⽅向性を⽰すことが重要です。 

以降のステップを進めていくワークショップでも、初回はやはり「指標型観光地域経営に取り

組むに当たって」を活⽤してマネジメント主体の⽅向性を⽰し、関係者の合意を得ることから始

めます。なお、対象地域が⼤きい場合は、地区別に複数のワークショップを設置することも考え

られます。 

☞取組当初は、機運醸成のためにも、シンポジウムなどの周知活動はできるだけ⼤規模に、逆にワ

ークショップは少⼈数であっても積極的な議論ができる無理のない構成とすることが効果的です。

例えば、総合計画や地⽅創⽣計画などの策定に向けた住⺠の参画するワークショップなどが既に

設置されている（過去に設置されていた）場合は、それをベースとすることも有効です。 

 

ステップ2 のワークショップ☞ 

マネジメント主体の⽅向性の合意、それからワークショップ参加者に不⾜がないか、という相互確

認を⽬的とします。１回のワークショップでこれらが達成できることもあります。 
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３） 地域の現状︓観光資源とリスクを明確化する 

 なりたい姿の検討をすることや、現状となりたい姿を阻害している課題の確認をするため、既

存の関連するデータや調査結果を整理し、不⾜している調査の実施や、地域の強み・弱みを整

理し、観光資源の中でも守るべきもの、更なる活⽤を⽬指すべきもの、このままでは喪失する

危険性のあるものを明確化します。 

ここでいう観光資源は、持続可能な観光に関わる経済分野、社会・⽂化分野、環境分野などの

幅広い分野における地域の魅⼒、宝のことです。このとき、現在は観光資源として使われていな

いけれども、地域を特徴づける資源（例えば、独⾃の景観、⾷⽂化、⾵習・しきたりなど）も議

論の対象とします。観光は地域の総合⼒を発揮するものであり、まだアピールできていない貴重

な資源、⾔い換えれば今後発揮できると考えられる地域の魅⼒を整理しておくことが重要です。 

本ステップからも課題の整理ができます。整理した地域の観光資源のうち、“持続可能性が危ぶ

まれる観光資源”をチェックしましょう。具体的には、このままでは喪失してしまいそう、⼜は

使われないままでいる、あるいは、過度に使われているなどの観光資源を⾒つけ、なぜそのよう

な状況になっているかを整理すると、それが現状の観光資源が抱える課題になります。 

☞こうした観光資源やその状況の調査と整理はワークショップを運営するマネジメント主体の仕事

です。 

 

ステップ3 のワークショップ☞ 

マネジメント主体が作成した「観光資源とその状況」案に対する過不⾜はないかについて、それぞ

れの⽴場からの意⾒を交わします。次に、“持続可能性が危ぶまれる観光資源”の理由を議論・確認

します。そして本ステップの成果として、“持続可能性が危ぶまれる理由リスト”を作成します。 

これが現状分析からみた「解決すべき課題」です。ワークショップ参加者が地域の観光についての

深い⾒識を有している場合は、ステップ 2 の初回ワークショップと合わせて 1 回のワークショッ

プでここまでの成果を得ることができるかもしれません。逆に、ワークショップ参加者が地域の観

光について多くの⾒識を有していない場合は、「観光資源とその状況」案をワークショップ参加者

で分担して調査を⾏って作成していく⽅法をとるなど、時間をかけることも必要でしょう。 
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４） なりたい姿︓観光の⻑期ビジョンを共有する 

 現状分析からみた「解決すべき課題」を意識しつつ、それらが解決された状況、そして、更に

良くなった地域のなりたい姿を、ワークショップで議論し、共有します。 

これが持続可能な指標型観光地域経営の地域としてのゴールとなります。ゴールは何度⾒直し

てもよいので、取組当初は、地域のなりたい姿を包括的に語る必要はありません。利害関係者が

⽬指したいと思えるゴールの共有が重要なので、端的に、できるだけ具体的な⽂章としてまとめ

ましょう。 

☞ステップ3 までは、観光からの視点で議論してきましたが、この段階では地域の総合計画やSDGs

に関する計画や取組も考慮に⼊れながら議論します（なりたい姿は、観光からの視点で構いませ

ん）。なりたい姿の取りまとめ⽅としては、包括的なものであれば、地域全体の「明確なコンセプ

トとそれに基づくビジョン、ビジョンを推進するためのキャッチフレーズ」とそれを「経済／社

会・⽂化／環境」の側⾯ごとで記述した 2 段階となるでしょう。ただし、繰り返しですが、地域

のなりたい姿は取組当初においては、単純な数個の⽂章（しかし、端的で具体的なもの）がまとま

れば⼗分です。また、なりたい姿はあくまで理想像なので、達成⽬標年次や達成のための計画は不

要です。 

 

ステップ4 のワークショップ（その1）☞ 

なりたい姿を整理するワークショップの進め⽅としては、これまでの成果である「観光資源とその

状況」「解決すべき課題」を参照しつつ、「経済／社会・⽂化／環境」の分野ごとに議論をするこ

とがよいでしょう。「地域のコンセプトやビジョン、キャッチフレーズ」の議論は必要であれば、

追って⾏うことで構いません。本ステップの成果である「なりたい姿」を⽰す⽂章（図の場合もあ

るかもしれません）は、ワークショップ参加者はもとより、地域のすべての⼈が誤解なく共有でき

るものが望ましいので、コンセプトよりも具体性を重視しましょう。 

観光⽬線による地域のなりたい姿 例 

☞こうした取りまとめ⽅も可能です。 

観光⾯からのなりたい姿としては、地域の利害関係者の合意のもと、 

 

地域に安定的な収⼊・雇⽤をもたらし、  ⇒あなたの地域で具体的に書くと、、、 

地域の社会・⽂化活動を守りつつ⼗分に活⽤し、 ⇒あなたの地域で具体的に書くと、、、 

地域の環境保全に貢献ができている状態、  ⇒あなたの地域で具体的に書くと、、、 
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 このステップではもうひとつ、ステップ 3 の現状分析からみた「解決すべき課題」に加えて、

なりたい姿の実現を阻害する「これから発⽣しそうな課題」について、ワークショップで議論

し、共有します。 

なりたい姿から逆算・想像して、「これから発⽣しそうな課題」を洗い出して整理し、ステッ

プ3 の現状分析からみた「解決すべき課題」と合わせて、⼀覧整理します。これが地域の現状を

踏まえ、なりたい姿を実現するために、「地域の解決すべき課題」のリストとなります。 

☞ここで整理した課題が、以降のすべてのステップの検討対象になります。これも繰り返しですが、

既に解決すべき課題が明確な場合は、ここまでのステップは不要になります。 

 

ステップ4 のワークショップ（その2）☞ 

「なりたい姿」が「現状から⾒た解決すべき課題」（ステップ3 で整理）を解決することで実現で

きるかを議論します。「現状から⾒た解決すべき課題」の解決だけでは、「経済／社会・⽂化／環

境」の各分野のなりたい姿は実現できない、という結果になる可能性が⾼いです。こんなことも考

えなければ安定的な雇⽤は実現しない、これも解決しなければこの地区の環境は良くならない、と

いうように「これから発⽣しそうな課題」についての議論が広がるはずです。議論の結果として

「地域の解決すべき課題」の⼀覧を整理します。 

 

観光⾯からみた解決すべき課題 例 

 
☞こうした取りまとめ⽅も可能です。 

  

観光⾯からみた解決すべき課題としては、地域の利害関係者の合意のもと、 

 

地域に安定的な収⼊・雇⽤をもたらし、  ⇒「課題１」が阻害している 

地域の社会・⽂化活動を守りつつ⼗分に活⽤し、 ⇒「課題2」が阻害している 

地域の環境保全に貢献ができている状態  ⇒「課題3」が阻害している 
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持続可能な観光地域経営を通じて解決すべき課題の例 

 
☞「UNWTO ガイドブック」「GSTC-D」「ETIS」「JSTS-D」に掲載の指標（項⽬）も参考にな

ります（p14）。 

☞「JSTS-D」の各項⽬をチェックシートとして活⽤し、できていない項⽬（あるいはできている項

⽬）から課題を抽出する⽅法もあります。 

☞他部署や利害関係者に最初に打診をする際に「事前アンケート」をした場合、ここで活⽤しまし

ょう（p19）。 

  

経済 

・来訪者の季節変動、曜⽇変動 

・観光産業従事者の低賃⾦、⼈材不⾜ 

・観光サービスの低価格化 

・災害や⾮常事態への耐⼒がない 

（レジリエンスの⽋如） 

・観光消費額の地域外への流出 

・観光のその他の地域産業への寄与不⾜ 

環境 

・⽣態系の破壊 

・⽔・エネルギーの消費量の増⼤ 

・ゴミの⼤量発⽣及び不適切な処理 

・⽔質汚濁 

社会・⽂化 

・住⺠の理解不⾜、満⾜度の低下 

・住⺠⽣活への悪影響（交通等）、寄与不⾜ 

・⽂化財等の毀損 

・景観への悪影響（⾃然、街） 

・来訪者マナーの悪化 

・来訪者の情報不⾜ 

・地域ブランドの毀損 
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２．課題を特定し、指標を具体化する                   

ステップ群2.（ステップ５〜９）では、ステップ群1.で整理したなりたい姿を実現するために

解決しなければいけない課題から、重点的に取り組む課題を特定・合意して、その分析に必要な

指標を特定します。その上で、解決のための取組を具体化します。 

☞計測する指標の作成を⾏うステップ 7〜9 は、ステップ群 3.（ステップ 10〜13）に含むステッ

プ10 と共に、データ収集・分析、指標開発といったやや専⾨的な技術を必要とする場合がありま

す（特に包括的に指標を活⽤していく場合。そうではない場合は、専⾨家なしでシンプルに実施す

ることもできます）。 

 

 

５） 重点課題を特定し、合意を形成する 

 課題リストから、実際に対応していく重点課題を特定し、合意します。 

地域のなりたい姿への阻害する程度の⼤きさ、早期に対処しなければ悪化が加速するといった

時間的な要素、解決に多くの利害関係者の連携が必要であるといった取組の難易度などをワーク

ショップで議論し、重点課題を特定・合意します。その後、課題の解決に向けた取組を進めてい

きます。 

☞特に取組の初期段階では、ワークショップに参加するすべての利害関係者がそれぞれの⽴場から

課題解決に向けて役割を果たせること、そして、対応が進めやすいことなどに着⽬して重点課題

とすることが考えられます。これは、参加意識の向上・成功体験の共有の観点から有効です。ある

いは、複数の重点課題に対して役割を分担して取り組むのも良いでしょう。 

☞重点課題とはされなかった課題も、継続的に検討の俎上に乗せておきましょう。次回のPDCA サ

イクルで重点課題となるかもしれませんし、ある課題が解決することで、より阻害の程度が⼤き

くなる別の課題が出てくる可能性もあります（混雑が解消されたが、観光消費額の単価が⼩さく

なった、など）。持続可能な指標型観光地域経営のゴールは、課題リストがなくなること（次の

PDCA サイクルで増えることもありますが）、という⾒⽅もできます。 

 

ステップ5 のワークショップ☞ 

これまでのステップにおける議論でも、課題ごとの阻害の程度についての話は出てきているでし

ょう。本ステップでは、整理した「地域の解決すべき課題」の中から、これから解決に取り組む重

点課題を決めますが、その際には、取組に際しての要件も合わせて考慮・議論する必要があります。

ポイントは、利害関係者の多くにより取組の分担ができるかどうかです（⾏政単独の実施で完結す
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る、といった課題はここでは別扱いにすべきです）。取組の検討・共有は次のステップ 6 になり

ますが、本ステップのワークショップで重点課題を特定する段階で、利害関係者それぞれが⾃ら取

組に何らか参加できそう、という感触を確認しておきましょう（各ワークショップ参加者に、「地

域の解決すべき課題」のそれぞれに対して、どのようなことができるかを発⾔してもらうことも考

えましょう）。 

 

 

６） 重点課題を解決する取組を検討し、共有する 

 重点課題ごとに、解決のための取組を検討し、利害関係者それぞれのアクションを検討します。

また、それぞれの取組を実⾏するリソース（予算、⼈員、時間等）も整理し、ワークショップ

で共有します。 

重点課題を解決するために、利害関係者それぞれができること、また、互いに期待することな

どを議論し、取組を検討・共有します。取組の期間が⻑い（年度単位など）、利害関係者のアク

ションが相互に関連しているといった場合は、進捗を共有するための中間的なワークショップを

開催することも良いでしょう。 

☞本ステップでは、マネジメント主体が積極的に、既存の施策との連携、利害関係者それぞれのア

クションの調整、財政措置の検討などを⾏うことになります。 

 

ステップ6 のワークショップ☞ 

本ステップの成果は「特定した重点課題解決に向けた取組の実施計画」と⾔えます。その場の議論

だけで整理できる内容ではないので、利害関係者それぞれが事前に⾃らが取り組む内容について

整理して、持ち寄る形でワークショップを開催することが考えられます。それぞれの取組のワーク

ショップ開催前のメールなどでの共有なども有効です。また、合意まで複数回のワークショップを

要することも⼗分にあり得ます。 
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７）重点課題を踏まえて候補指標を検討する 

 重点課題の状態を具体的に把握するために、状態を⽰す候補指標を決めます。⼀つの重点課題

の状態を⼀つの指標で⽰すことができれば理想的ですが、実際は（新型コロナウイルス感染の

程度を⽰すステージが、新規感染者数や⼊院率など複数の指標で構成されているように）複数

の指標が必要あるいは有効となる場合がほとんどです。候補指標の特定には、重点課題と指標

（群）の組み合わせが適切かどうかという評価が必要になることから、指標の活⽤に習熟した

専⾨家のアドバイスを受けることをお薦めします。 

本ステップは、マネジメント主体が⼤学等の研究者の協⼒を得つつ進めます。あるいは、経済、

社会・⽂化、環境などの各分野の指標・データに詳しい専⾨家7~8 ⼈からなる指標開発チーム

を組成して検討いただくことも効果的です。ワークショップは、本ステップの最初にワークシ

ョップ参加者からの候補指標の提案を聞いて検討の材料とする、といった補助的な位置づけに

なります。 

具体的な進め⽅としては、これまでのステップで特定された課題に基づき、指標の候補リスト

を作成します。なお、指標の候補リストの中には現実的でない指標もあるかもしれませんが、

最初の段階では考え得るすべての候補指標をリスト化します。候補指標を特定後、ステップ 6

で共有した取組との関係を専⾨家による指標開発チームと共に整理します（取組⇒変化（を表

す指標）⇒課題の状態（を表す指標）といった体系化をしておきます）。これらの整理を踏ま

え、ワークショップを開催し、優先順位を設定して、指標を選択します。 

 

ステップ7 のワークショップ☞ 

本ステップでは、ワークショップは“候補指標のアイディア出し”という補助的な位置づけとなり

ます（マネジメント主体が参加者の意向を⼗分に把握しているのならば、開催しないこともあり得

ます）。なお、続くステップ 8 は完全に技術的な検討となるので、ワークショップにおける検討

は必要ありません。 
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指標と取組の関係整理 

 
☞こうした確認の仕⽅になります。 

  

[取組効果発現のロジックツリーの作成] 

 

 課題の状態を⽰す候補指標と取組の関係を、ロジックツリーという⼿法で整理します 

 

・取組ができた量（例えばピーク時期の混雑緩和に向けた情報提供のためのパンフレットの作成で

あれば、作成したパンフレットの種類や部数、配布数など）を⽰す「アウトプット指標」、ここ

から、⾵が吹けば桶屋が儲かる、という⾔葉を参考に次に起こることを⽰す「中間アウトカム指

標」（情報を理解した観光客の数など）、「最終アウトカム指標」（ピーク時期の混雑度などの

重点課題の状態を⽰す）までのつながりを整理します。 

・ロジックツリーはあまり複雑にする必要はありません。複雑にすると、利害関係者の理解・共有

を難しいものとしてしまいます。 

・「最終アウトカム指標」には、設定した指標のつながりによる影響以外に、外部条件と呼ばれる

要素（景気状況や天候などの取組ではどうしようもない要素）に影響されます。 

・「外部条件」⾃体も指標として整理しておくことをお薦めします。景気についての指標（例えば、

全国からの来訪者数が関連する課題であれば、⽇本の経済成⻑率など）を持っておけば、住⺠⽣

活への悪影響（ピーク時期の混雑等）という課題が解決した場合に、地域で実施した取組による

成果なのか、それとも景気が悪く来訪者⾃体が減ったことが要因なのかを検証できます。 
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参考 ロジックツリーの作成例 

[各指標の考え⽅] 

 
[最終アウトカム指標の検討] 課題︓観光客による道路交通混雑の例  

 
[中間アウトカム指標の検討] 

[アウトプット指標の検討~ロジックツリーの作成] 

 
☞こうした作成の仕⽅になります。 

出所）「ロジックモデル作成ガイド」公益財団法⼈⽇本財団を参考に作成 

https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/01/gra_pro_soc_gui_03.pdf 
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参考 「UNWTO ガイドブック」「GSTC-D」「ETIS」「JSTS-D」の指標の実際 

☆最終版では以下の項⽬・⽅針で作成 

 それぞれの地域への当てはめの考え⽅〜包括的な指標当てはめ、個別的な指標当てはめ〜が分

かるように記述 

 GSTC-D・JSTS-D 等の国際認証の要件等についても記述 

 

 

 

 

  Ｐ 
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参考 課題に応じた指標の選択 

いくつかの主要な課題について、検討すると良いと考えられる指標を例⽰しました。 

ここに挙げた指標は、最終アウトカム指標としても中間アウトカム指標としても活⽤できます。

また、直接的にこれら指標を動かす取組を実施する場合は、アウトプット指標としても使えま

す（[⾃然景観保全・看板撤去状況]など）。実際に指標として計測できるかどうか、基となる

データがあるか、などは以降のステップで検討しますので、なりたい姿を⽰すためにあると良

いと考えられる指標を幅広く整理しましょう。 

 

[課題に応じた指標の例]  
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  ８）活⽤可能なデータを整理する 

 候補指標について、指標あるいは指標作成（加⼯）に必要となるデータがどこにあるか、その

周期はどうか、また、これまでの時系列による動き（変動幅）はどうか、などを確認・整理し

ます。 

本ステップは、マネジメント主体が、統計当局やデータを保有する関係者、⼤学等の研究者の

協⼒を得つつ進めます。この部分でのワークショップの開催は必要なく、ワークショップ参加者

に対しては、本ステップで検討するデータ提供が可能かといった確認をする程度です（宿泊事業

者に対して宿泊者数の提供が可能かなどを確認するなど）。また、指標作成に⼤きなコストがか

かると、指標型観光地域経営⾃体が実現・継続できなくなるといった本末転倒になってしまうの

で、本ステップで収集の⼿間やコストも考慮の上で（不適切であれば候補指標から除く）、「候

補指標リスト・指標作成⽤データ」を作成します。 

☞本ステップの作業の進め⽅は、⼊⼿可能なデータを広く整理して候補指標作成に活⽤可能かどう

かを判断・選定し、どうしても候補指標を作成するためのデータがなかった場合について、新規の

データ収集を含む指標作成⼿法を開発する、ということになります。 

☞対象地域が基礎⾃治体単位であれば、様々なデータが「統計」や「⾏政記録」として取集・整理さ

れており、可能な限り、これを指標として使う、あるいは加⼯して指標とすることが良いでしょ

う。 

☞基礎⾃治体単位よりも細かい地理的単位の指標が必要な場合は、何らかの合理的な配分を⾏う⼿

法を開発する、あるいは新規のデータ収集を含む⼿法を開発することが必要となってきます。有

償のものが多いですが、⺠間事業者が提供するビッグデータを活⽤する⽅法もあります。 

☞データの時間的な単位にも気をつける必要があります。「統計」「⾏政記録」はほとんどが⽉単

位の集計値あるいはある時点での数といったものです。従って、年末年始や GW、お盆などの、

また⼟⽇・平⽇別や時間帯別などの状況を指標としたい場合は、全体量は「統計」「⾏政記録」を

⽤い、短い時間単位での変動はビッグデータの活⽤やサンプリング地点⼜はサンプリング⽇で特

別に調査するといった⼯夫が必要です。 

☞ここで重要となるのが、ワークショップに参加している利害関係者、特に事業者のデータです。

例えば、宿泊者数や売上額について（変動だけでも）⽇別に提供・共有してもらうことや、売上単

価データを（変動だけでも）提供・共有してもらうことが可能であれば、新たな調査などを必要と

せず、課題に直結したデータとして指標開発に⽤いることができます（このように、マネジメント

主体が主導するステップ7 とステップ8 は⼀体的に進むことになります）。 

☞他部署や利害関係者に最初に打診をする際に「事前アンケート」をした場合、ここで活⽤しまし

ょう（p19）。  
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参考 指標のデータソース例 

☆最終版では以下の項⽬・⽅針で記述 

 

 （経済／社会・⽂化／環境）×（統計・⾏政記録／⺠間事業者・コストイメージ／独⾃調査・

コストイメージ） 

 ※JSTS-D 等を参照し、重要な指標（地域ごとの観光⼊込み客数・季節変動など）の開発・収

集⼿法を提⽰ 

 

 

  

Ｐ 
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９）指標を特定する 

 このステップでは、候補指標が、観光地域経営に活⽤できる指標、すなわち、地域の現状や取

組の効果を信頼性を⾼く⽰す指標であることの確認をします。 

ステップ 7 でも“課題の状態を反映する指標のうち、安定的に計測できるもの、取組後の効果

（変動幅）が分かるもの”といったことを意識して候補指標を選んでいますが、実際に過去の指

標の推移を確認して、信頼性を評価し、活⽤する指標を特定します。繰り返しになりますが、指

標は⽬的ではなくあくまでツールです。指標の作成に労⼒を費やし膨⼤な指標を⽤意する必要は

なく、最⼩限の指標で地域が直⾯する重要な課題に対応できるようにすべきです。また、他の地

域でも作成可能な指標であれば、課題の地域間⽐較ができるというメリットがあるため、考慮し

ておくと良いでしょう。 

具体的には、ステップ8 によるデータソースを⽤いて過去の指標も作成し、その時系列の動き

をみて、①妥当性、②実現可能性、③信憑性、④明解性、⑤⽐較可能性といった視点で確認し、

信頼できる指標を選択します。 

☞信頼性を 5 つの視点に詳細化しましたが、それぞれを定量的に評価することは容易ではありませ

ん。信頼性を納得感と考え、ワークショップの参加者に、「指標の動きに違和感がない、確認した

いものの変化を⽰している」と納得してもらうことが重要です。 

☞このとき、ステップ７で指摘した「外部条件」の指標（⽇本の経済成⻑率など）とも突き合わせ

て評価しましょう。 

指標の信頼性の評価 

 
☞こうした確認の仕⽅になります。 

[指標の信頼性の評価] 

 

①妥当性   ⇒課題の⼤きさ等と同じ変化をしている指標である 

②実現可能性   ⇒今後も継続的に作成できる指標である 

➂信憑性   ⇒不可解な変動がなく、データソースが信頼できる指標である 

④明解性   ⇒利害関係者が意味を理解・説明できる指標である 

⑤⽐較可能性   ⇒今後も活⽤できる指標である 

（必要な場合は、他の地域でも活⽤できる指標である） 
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3．指標を計測し、公表、改善する                   

ステップ群1.（ステップ１〜４）、ステップ群２.（ステップ５〜９）の作業、お疲れさまでし

た。いよいよ指標型観光地域経営のうち、“経営”⼿法の本丸であるステップ群３.（ステップ10

〜13）です。指標の計測と結果の作成まではマネジメント主体の役割です。データを収集・分析

し、その結果を再度ワークショップに提出し、指標や運営体制の評価・⾒直しを⾏います。 

☞ステップ11は、取組当初と終了時の2回実施することになります（その差分が取組の成果です）。

その他のステップはそれぞれ経営サイクルについて1 回の実施です。 

 

 

10）指標の計測⼿法を具体化する 

 マネジメント主体が、ステップ7〜9（指標開発、と⾔ってよいでしょう）の成果を踏まえ、実

際に活⽤する指標の計測⼿法を確定します。 

本ステップもマネジメント主体が主導し、統計当局や専⾨家と共に実施します（この部分での

ワークショップの開催は必要ありません）。取りまとめる計測⼿法は、データソースの内容、収

集頻度、体制・収集コストなどです。計測⼿法は、第三者でも同じ指標（の同じ値）が再現でき

るようにしておく必要があります。指標型観光地域経営は「指標」という根拠（エビデンス）に

基づくから有効なのであり、「指標」⾃体が確固とした再現性を持っている必要があります。 

また、本ステップで、それぞれの指標が取組の結果、どのような状態になればよいのか（悪影

響ならゼロにするのか、減少していれば良いのか、現状維持で良いのかなど）についても、整理

しておきます。 

☞計測⼿法は、ステップ11 の結果とともに「モニタリング実施報告書」（項⽬①〜④）として取り

まとめて公表することになります（ステップ12）。 

☞⾃治体関部署や事業者からデータ提供を受ける、⼤学等研究機関などと連携して指標を計測する

などの役割分担についての記載も必要です。 
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「モニタリング実施報告書」の構成☆資料編に収録 

 
☞ステップ10 では、取組当初に①と②をまとめます。 

 

 

11）データを収集し、指標を計測する 

 指標計測⼿法に基づいて、指標を計測します。 

実際に、ある時点でのデータに基づいて、指標を計測します。取組当初と終了時の2 回実施し、

その違いの分析・評価を⾏い、「モニタリング実施報告書」を作成します。 

☞指標に加⼯する前の（⽣の）データを分析することからも重要な⽰唆が得られるので（ステップ

12 の指標の分析・評価にも役⽴ちます）、可能であれば簡単な時系列分析（グラフの作成）や分

野横断的な分析（他地域の同様のデータとの⽐較グラフの作成）などを実施しておくと良いでし

ょう。 

 

 

12）指標の推移を分析し、取りまとめて公表する 

 取組当初と終了時の指標を⽐較し、その分析・評価を⾏い、解決しようとした課題がどのよう

な状況に変化したのかを取りまとめます。その上で、今回の取組が課題解決にどのように役⽴

ったか、改善点はあるか、などを考察し、「モニタリング実施報告書」を作成して公表します。

なお、関係者や地域の⼈々への説明責任が強化されるような⽅法で、指標を的確に公表するこ

とが⼤切です。 

指標型観光地域経営は、「やってみること」と同じく「公表し、外部からの評価を受けること」

が重要です。このことが、観光地域経営そのものの質を⾼めるからです。 

☞指標の変化をどのように評価するか、また、課題解決への取組の寄与などについては、（この箇

所だけでも）⼤学等の研究機関の専⾨家とともに分析・評価を⾏い、その結果を公表前にワークシ

[「モニタリング実施報告書」の構成]☆資料編に収録 

 

①実施体制   ⇒マネジメント主体、関連主体と役割分担 

②指標計測⼿法  ⇒計測⼿法、期待する指標の動き 

➂結果整理表   ⇒指標計測結果、課題についての分析結果 

④分析結果   ⇒取組の有効性の評価（及び改善点） 
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ョップに⽰して、なぜそうなったのか、取組の改善点はないか、といった議論を⾏うことが良いで

しょう（再度このステップを繰り返す際において、取組が充実します）。 

☞「モニタリング実施報告書」は、単純にウェブサイトに掲載するといった公表にとどまらず、利

害関係者はもとより、⼤学等研究機関などにも積極的に紹介し、フィードバックをもらうように

しましょう。特に「指標」については、利害関係者がそれぞれの事業活動等で活⽤されるような

“共通⾔語”となることが望ましい姿です。 

 

ステップ12 のワークショップ☞ 

本ステップでは、ワークショップは「モニタリング実施報告書」の確認を⽬的とします。参加者が

理解可能な内容か、また、公表した際に分かりやすいものとなっているかなどを議論し、必要な修

正・改善を⾏います。 

 

13）指標や運営体制を⾒直し、改善する 

 「モニタリング実施報告書」に⽰した結果や作成の過程、公表後に寄せられた意⾒などを踏ま

え、指標が課題の解決に適切に対応しうるものであるか、また運営体制（ワークショップ参加

者や内容を含む）の⾒直しを⾏います。 

 あわせて、再度このステップを踏むに際して、選定した指標の有⽤性や重点課題を⾒直し（ス

テップ5）、取組の改善（ステップ６）に反映します。 

 

指標型観光地域経営のステップを実践し、結果はどうでしたか。「モニタリング実施報告書」

を改めて読みながら、次のサイクルをより実効性の⾼いものに、より包括的なものに、そして負

担をより⼩さく実施するために、すべきことを整理しましょう。 

☞地域によって、観光に関する特性や課題は異なり、もちろんなりたい姿も異なります。観光を切

⼝に経済、社会・⽂化、環境といった地域社会全体を対象とし、住⺠を含む利害関係者が連携して

課題の解決、なりたい姿の実現に向けて着実な⼀歩（＝指標の改善）を踏み出せたのではないでし

ょうか。 
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指標及び運営体制の評価・⾒直し項⽬☆資料編に収録 

 
☞⾒直し作業の結果を「モニタリング実施報告書」に加えても構いません。 

 

  

[指標計測結果を踏まえた⾒直し] 

 ⇒指標の⾒直し（指標・データの追加、指標・データの⼊れ替え等） 

⇒運営体制の⾒直し（ワークショップ参加者の⾒直し等） 

 ⇒重点課題の⾒直し、取組の⾒直し 

 

[指標の⾒直しの視点] 

 ・課題の解決・改善に有効であったか 

 ・多くの主体に活⽤されているか 
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Ⅳ.指標型観光地域経営を⽀える仕組み                            

 

１．必要となる資源（体制・⼈材・コスト）                        

(1)指標型観光地域経営の体制 

指標型観光地域経営は、マネジメント主体、利害関係者が参加するワークショップ、遂⾏に当た

ってアドバイスを⾏う⼤学等研究機関の専⾨家からなる体制が必要となります。 

利害関係者とは、課題に関わるすべての主体のことであり、経済分野、社会・⽂化分野、環境分

野等のすべての分野に及ぶことがあります。宿泊事業者、旅⾏事業者、交通事業者、飲⾷事業者、

⼩売事業者、体験コンテンツ事業者などのいわゆる観光産業の事業者はもとより、それらによる業

界団体や観光協会、DMO といった観光振興関連団体、商⼯会や教育委員会、⽂化資源や⽂化財の所

有・管理者、⾃然保護などの環境保全の活動する団体など、幅広い関係者が利害を共有するはずで

す。そして、地域のことを最も良く知っている住⺠によるワークショップへの参加は不可⽋です。 

マネジメント主体と関係者が参画したワークショップで実現ステップを遂⾏するに当たって、適

切な⼤学等研究機関を選定し、マネジメント主体へのアドバイス、指標開発への⽀援、また、ワー

クショップの運営や、利害関係者へのノウハウやスキルの紹介など、連携しながら進めることが効

果的です。 

⼤学等研究機関は、取組すべてに⼀貫して詳細にアドバイスをしてくれる主体があれば望ましい

ですが、⽀援の内容ごとに別々の主体と取組を進めることでも構いません。 

 

指標型観光地域経営の体制 例 
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(2)指標型観光地域経営を担う⼈材 

本⼿引きで、指標型観光地域経営に関する基本的な知識「ノウハウ」を習得ができ、さらに、「ノ

ウハウ」を実践に移すための能⼒・技術「スキル」も紹介しています。具体的なスキルとしては、地

域の利害関係者を巻き込んだ仕組みづくりができること、指標の選定・活⽤に関する知識に習熟す

ること、持続可能な運営体制を構築することなどです。 

そして、指標型観光地域経営の取組において不可⽋なリーダーとして、モチベーションを⾼く持

ち、⾃ら地域に⼊って⼈脈を形成し、関係者を巻き込むことができる先導的⾏動をとる⼈材が必要

です。 

 

① 地域の利害関係者を巻き込んだ仕組みづくり 

指標型観光地域経営について、なぜ利害関係者の皆さんと⼀緒に取り組むことが必要なのか、取

り組むことでそれぞれの利害関係者にどのような良いことがあるのか、これらを理解していただき、

利害関係者にワークショップ参加者としての勉強や参画などへの前向きな承諾をもらう必要があり

ます。 

この点については、⾃らの主体的な取組が求められるため、マネジメント主体・担当者の熱意が

求められるところです。 

取組当初、このような利害関係者を巻き込んでいく仕組みをつくっていくためには、これまでに

観光施策あるいは地域施策を実施するときなどに地域に⼊って利害関係者の皆さんとともに計画を

つくる、取組を進める、といった経験のある職員の⽅の経験やスキルを活⽤しましょう（観光部署

やそれ以外の部署、あるいは外部からも、こうした職員を指標型観光地域経営の担当者として抜擢

するという⽅法もあります）。 

 

② 指標の選定・活⽤に関する知識を深める 

指標型観光地域経営は、実現ステップを何度も繰り返すことで地域のなりたい姿に到達するもの

です。指標はなりたい姿を⽰す⽬標に対する「モノサシ」であり、また、マネジメント主体を⽀え

る⼿段として、現状や取組の成果を皆さんで共有するために⽤います。これらの使い分けを理解し、

第Ⅲ章でお話しした「アウトカム指標」と「アウトプット指標」という性格の違う指標双⽅を活⽤

した上で、取組によって変化する指標、変化の道筋が分かりやすい指標を選定する必要があります。 

さらに、指標の変化を適切に捉えるためには、指標の基となるデータに関する知識も必要です。

本⼿引きでは、こうした指標開発・活⽤のノウハウ・スキルについて、第Ⅰ章で解説した指標型観

光地域経営の国内外の動向の中からの得られた知⾒を紹介しています。また、同様の取組として、
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公共政策分野での証拠に基づく政策⽴案（EBPM︔Evidence Based Policy Making）や、企業経営

管理分野でのKPI（重要業績評価指標。Key Performance Indicator の略）及びKGI(重要⽬標達成

指標。Key Goal Indicator の略)の活⽤があります。 

こうした分野に精通した⼤学等研究機関であれば、適切なアドバイスがいただけるはずです。本

⼿引きに記載した以上の指標の選定・活⽤に関する深い知識は、指標型観光地域経営、EBPM、経営

管理などの専⾨家と連携した実践を通じて⾝に着けていきましょう。 

 

③ 持続可能な運営体制の構築 

指標型観光地域経営⾃体を持続可能なものとするために、「マネジメント主体」「ワークショッ

プ」「⼤学等研究機関」による連携の体制を維持し続けなければいけません。そのために考慮すべ

きは、リーダーシップの継続と無理のない運営の2 つが必要です。 

継続的なリーダーシップとは、特にマネジメント主体に求められます。⼈事異動で中断/途切れる

ことのないように、指標型観光地域経営を主体的に実践していくチームをつくることが重要です。

あるいは DMO 等の⼈事異動が少ない組織とリーダーシップをともに担う体制をとることも考えら

ます。 

ワークショップの維持のためには、着実に指標型観光地域経営の成果を参加者で共有・実感して

いくことが重要です。⼀つ⼀つ課題を解決していく成功体験を積み重ねることで、参加者の持続可

能な参画（もちろん代替わりも想定）、拡⼤、ワークショップの複数化（対象範囲の拡⼤）などへの

協⼒が得られます。 

⼤学等研究機関との継続的な連携関係を維持するためには、⼀定の業務の委託料を⽀払い続ける

ことが⼀般的な⽅法ですが、無理な⽀出計画は避けなければなりません。指標型観光地域経営を進

めることで地域の指標、データが整備され、継続的に蓄積されていきます。こうしたデータを⼊⼿

分析することは⼤学等の研究に役⽴ちます。⾦銭以外のこうしたメリットによる Win-Win の連携

関係をつくりましょう。将来的には、地域のデータを様々な施策や事業者のビジネスに応⽤し、ス

マートシティの実現への貢献も考えられます（そうなったらデータ提供による収益確保も可能です）。 
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２．経営ツール                                      

指標型観光地域経営のステップごとに、次のステップにつなげるために整理していく内容・項⽬

等を様式とし、「経営ツール」としてまとめました（具体的な様式は資料編参照）ので、ご活⽤くだ

さい。 

 
ステップゼロ︓（取組開始に当たって） 

様式１「指標型観光地域経営に取り組むに当たって」 

様式２「指標型観光地域経営に取り組むスタート地点」 

様式３「利害関係者事前アンケート」 

ステップ1︓対象地域を決める 

ステップ２︓利害関係者を参画させる 

様式４「指標型観光地域経営の対象地域・体制・実施計画」 

ステップ３︓地域の現状︓観光資源とリスクを明確化する 

様式５「観光資源とその状況」 

様式６「解決すべき課題」 

ステップ４︓なりたい姿︓観光の⻑期ビジョンを共有する 

ステップ5︓重点課題を特定し、合意を形成する 

様式６「解決すべき課題」☆再掲 

ステップ6︓重点課題を解決する取組を検討し、共有する 

様式７「取組の実施計画」 

ステップ7︓重点課題を踏まえて候補指標を検討する 

様式８「候補指標・データソース・計測⼿法・指標評価結果」 

様式９「取組実施から重点課題解決までのロジックツリー」 

ステップ８︓活⽤可能なデータを整理する 

ステップ９︓指標を特定する 

ステップ10︓指標の計測⼿法を具体化する 

様式８「候補指標・データソース・計測⼿法・指標評価結果」☆再掲 

ステップ11︓データを収集し、指標を計測する 

ステップ12︓指標の推移を分析し、取りまとめて公表する 

ステップ13︓指標や運営体制を⾒直し、改善する 

様式10「モニタリング実施報告書」例 
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３．地域を⽀援する仕組み                                 

  

 持続可能な指標型観光地域経営に取り組む皆さんへの⽀援の内容と⽀援を担う機関をまとめまし

た。⽀援の内容ごとに「⼈材育成」、「専⾨家の紹介・派遣」、「資⾦⽀援（取組への補助等）」

「INSTO 加⼊⽀援」、「国際認証取得⽀援」の分類で整理しています。 

 

① 「⼈材育成」︓観光庁、先進⾃治体、GSTC、 

APTEC サステイナブルツーリズム推進センター 等 

観光庁は、JSTS-D の導⼊モデル事業を通じ、GSTC 公認トレーナーを派遣してトレーニングプ

ログラムを提供しています。 
【「⽇本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」に係るモデル事業（観光庁）】 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001395421.pdf 

 

先進的に取組を進めている釜⽯市は、「教員・⾃治体職員向け」「企業向け」などの研修プログラ

ムを提供しており、事例紹介を中⼼とした「DMO 向け」の研修プログラムの提供も検討中であるほ

か、GSTC 公認トレーナーによる研修プログラムも提供しています（ニセコ町などもGSTC 公認ト

レーナーによる研修プログラムを提供）。また、このような⾃治体等の研修を連携・⽀援している、

観光SDGs ⽀援センターも研修プログラムを提供しています 
注）観光SDGs ⽀援センターは、⽇本のGSTC 公認トレーナーが中⼼となって2021 年に設⽴（⼀般社団法⼈地域

観光研究所内） 

【釜⽯での研修プログラム（釜⽯市）】https://visitkamaishi.jp/training-program/ 

 

なお、GSTC ⾃体も英語による研修を実施しており、研修終了後、試験に合格するとProfessional 

Certificate in Sustainable Tourism という資格が与えられます（⽇本でのGSTC 公認トレーナー

による研修プログラム受講者もこの試験（英語）を受けることができます）。 
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[Professional Certificate in Sustainable Tourism 証明書] 

 
 

国連世界観光機関（UNWTO）駐⽇事務所・APTEC サステイナブルツーリズム推進センターは、

持続可能な観光に関する国際動向や先進地域の取組に関する講演、出張講義等を実施しています。

また、観光庁や⼤学、（独）国際協⼒機構（JICA）等と共催で、若⼿⼈材育成に関するワークショ

ップ等も毎年開催しています。 

 
【国連世界観光機関（UNWTO）駐⽇事務所ウェブサイト】https://unwto-ap.org/sustainable/ 

 

② 「専⾨家の紹介・派遣」︓観光庁、APTEC サステイナブルツーリズム推進センター 等 

観光庁は、JSTS-D の導⼊モデル事業を通じ、地域の取組に対してアドバイスを⾏う有識者を派

遣しています。 
【「⽇本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」に係るモデル事業（観光庁）】 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001395428.pdf 

 

APTEC は、“国内外の有識者と連携し、関係者のニーズに合致した情報提供を⾏い、我が国において「持続可

能な観光」を牽引するセンター機能を果たす”ことを⽬的として、2020 年７⽉に「APTEC サステイナブルツ

ーリズム推進センター」を設⽴しています。 

（注）APTEC (Asia- Pacific Tourism Exchange Center) ︓国連世界観光機関（UNWTO） 駐⽇事務所を

⽀援する（⼀財）アジア太平洋観光交流センターの略称 
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APTEC サステイナブルツーリズム推進センターは、持続可能な観光の推進に知⾒のある⼤学教員

や実務家等の有識者を委員に迎えており、専⾨家からの情報提供や専⾨家派遣に向けた調整等も⾏

っています。 

 

③ 「資⾦⽀援（取組への補助等）」︓観光庁、各都道府県 等 

観光庁は、JSTS-D の導⼊モデル事業を実施しており、選定したモデル地区に対して、⼈材育成の

ための研修プログラム実施への⽀援や地域の取組に対してアドバイスを⾏う有識者の派遣などを⾏

っています。また、都道府県の事業として、基礎⾃治体などをモデル地域とした取組を進めている

場合もあります（奈良県など）。直接的な資⾦援助ではありませんが、こうした取組⽀援の事業は

今後さらに進められると⾒込まれます。 

これらの指標型観光地域経営を対象とした⽀援策のほか、内閣府の地⽅創⽣関連の補助事業等も

活⽤できる可能性があります（活⽤可能性のある補助事業については、参考資料にまとめています）。 

 

④ 「INSTO 加⼊⽀援」︓国連世界観光機関（UNWTO）駐⽇事務所・APTEC サステイナブ

ルツーリズム推進センター 

APTEC サステイナブルツーリズム推進センターは、INSTO 加⼊に関する情報提供、加⼊のため

の提出書類の作成、UNWTO や観光庁との連絡調整、INSTO 加⼊地域の取組に関する情報共有等

に関する⽀援を⾏っています。また、INSTO 加⼊後においては、UNWTO 主催の国際会議の場にお

ける地域からの発表の⽀援も⾏います。 

 

⑤ 「国際認証取得⽀援」︓観光庁、GSTC 等 

GSTC-Dによる国際認証は、GSTCが認定した団体（GREEN DESTINATIONSやEARTH CHECK）

が⾏っています。観光庁は、2020 年度の JSTS-D の導⼊モデル事業を通じて、モデル地区となっ

た5つの地域（ニセコ町、三浦半島、⽩川村、京都市、沖縄県）のGREEN DETSINATIONS「TOP100」

認証を⽀援しました。 

GSTC は、中央省庁や先進⾃治体、また、関連⺠間団体などを窓⼝として、国際認証取得の⽀援

を⾏っています。 
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⑥ 「統計関係」︓観光庁、内閣官房 等 

☆最終版では以下の項⽬で作成 

 「観光統計」の紹介（観光庁） 

 「RESAS」及びその講習会の紹介（内閣官房） 

 その他、⼤学等でのプログラムの紹介 

  

Ｐ 
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４．地域を⽀援する主体                                  

  

地域の皆さんを⽀援する主体は、本⼿引きを作成した⼀般財団法⼈運輸総合研究所・国連世界観

光機関（UNWTO）駐⽇事務所、そして、観光庁やAPTEC サステイナブルツーリズム推進センター

だけではありません。 

 

☆最終版では以下の項⽬で作成 

 

 

地域を⽀援する主体リスト 

⾏政機関等 

⼤学等研究機関 

その他 

 

  

Ｐ 
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Ⅴ.先進事例                                        

 

 
☆最終版では、これら15 事例について整理 

  

Ｐ 
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資料編                                          

「経営⽀援ツール」 
ステップゼロ︓（取組開始に当たって） 

様式１「指標型観光地域経営に取り組むに当たって」 

様式２「指標型観光地域経営に取り組むスタート地点」 

様式３「利害関係者事前アンケート」 

ステップ1︓対象地域を決める 

ステップ２︓利害関係者を参画させる 

様式４「指標型観光地域経営の対象地域・体制・実施計画」 

ステップ３︓地域の現状︓観光資源とリスクを明確化する 

様式５「観光資源とその状況」 

様式６「解決すべき課題」 

ステップ４︓なりたい姿︓観光の⻑期ビジョンを共有する 

ステップ5︓重点課題を特定し、合意を形成する 

様式６「解決すべき課題」☆再掲 

ステップ6︓重点課題を解決する取組を検討し、共有する 

様式７「取組の実施計画」 

ステップ7︓重点課題を踏まえて候補指標を検討する 

様式８「候補指標・データソース・計測⼿法・指標評価結果」 

様式９「取組実施から重点課題解決までのロジックツリー」 

ステップ８︓活⽤可能なデータを整理する 

ステップ９︓指標を特定する 

ステップ10︓指標の計測⼿法を具体化する 

様式８「候補指標・データソース・計測⼿法・指標評価結果」☆再掲 

ステップ11︓データを収集し、指標を計測する 

ステップ12︓指標の推移を分析し、取りまとめて公表する 

ステップ13︓指標や運営体制を⾒直し、改善する 

様式10「モニタリング実施報告書」例 

「各種指標体系の解説（詳細版）」 

「⾸⻑のみなさんに」 
 取組のゴール・⽬的・期待する効果／ 

 これまでの取組との関連・整合性の整理、取組⽅針・取組戦略の議論・共有・明確化 

「先⾏研究レビュー」 

「指標型観光地域経営に活⽤可能な補助事業メニュー」 

☆最終版では、これら⻘字の資料を作成 

Ｐ 
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持続可能な指標型観光地域経営の事例追加調査結果（第⼀弾）

 持続可能な指標型観光地域経営の先進事例は、国内外のいずれも取組開始から⼗分な時間が経っておらず、アウトカムが確認できてい
ない場合も多い

 ⼿引きのステップごとの「アウトプット」が明確な事例について整理を⾏った（これが「⼿引き」のステップごとの事例コラム案の⾻
⼦となる）。なお、今後、追加ヒアリングによって、アウトカムの確認を実施する

ステップ アウトプット

0)取組開始に当たって
• オーバーツーリズムによる混雑や観光客のマナー問題の解決を⽬指し、2014年から持続可能な観光の理念を観光振興計画に反映（京都市）
• ブエノスアイレスの観光地域経営・観光開発を担う観光局が取り組む活動を⽅向付ける、データ収集・分析を⾏う組織を2009年に設⽴（アル

ゼンチン・ブエノスアイレス）
地域の
なりた
い姿を
明確化
する

1)対象地域を決
める

• 逗⼦市、鎌倉市を中⼼として、三浦半島観光連絡協議会を設⽴（三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町））
• 他の事例は基礎⾃治体、もしくは県単位を対象地域として定める
• 市がすでに観光地域として成⽴していたため、⾏政区画を活⽤（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

2)利害関係者を
参画させる

• 委員会やエリア部会、説明会等を通じて地域住⺠や⺠間事業者等の利害関係者の理解を得る（釜⽯市、京都市、沖縄県）

• 地域ホテルやツアーオペレーター、業界団体、商⼯会議所に加え、観光省や移⺠局等、国家機関と連携（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

3)地域の現状：
観光資源とリ
スクを明確化
する

• 観光振興プランで⾃然・⽂化・伝統⼯芸を観光資源と位置づけ、世界農業遺産、無形⽂化遺産の登録を⽬指す（岐⾩県）
• 震災による観光客の集客⼒低下をリスクと捉え、市全体を観光資源と捉える「オープン・フィールド・ミュージアム構想」を2017年より導⼊

（釜⽯市）

• 住⺠ヒアリングにより観光の認識、開発の強み、潜在課題を聴取。ビッグデータ分析で観光資源状況を把握(アルゼンチン・ブエノスアイレス)

4)なりたい姿：
観光の⻑期ビ
ジョンを共有
する

• 京都観光振興計画2025を2021年に策定し、「市⺠の暮らしの豊かさの向上」「地域や社会の課題解決」「SDGsの達成への貢献」等をなりたい
姿として設定（京都市）

• 第５次沖縄観光基本計画において2021年度の将来像を「世界⽔準の観光リゾート地」と定める（沖縄県）
• 主要産業の農業を通じた環境保全、移住者を考慮したダイバーシティ等の重視によるSDGsの実現を⽬指す（ニセコ町）
• ⾃営業宿泊施設が多い地域特性を活かし、環境に⾼負荷をかけずに持続的に観光事業を続けるというなりたい姿を特定（イタリア・南チロル）
• SDGsと連動（ゴール8：中⼩企業にも関連する8.2と8.3、ディーセント・ワーク関連の8.5、労働者権利関連の8.8）を確認（アルゼンチン・ブ

エノスアイレス）
• 意識が⾼く消費額の⾼い層をターゲットとして設定（ポルトガル・アレンテージョ）
• 季節差のない観光収益を得ることを⽬指す（カナダ・トムソン-オカナガン）
• ジョグジャカルタの主要観光地に流れる⽔源を有しており、国内の他地域の参考に資するような⽔質・森の管理等の環境管理⽅法の実践を⽬指

す（インドネシア・スレマン）

ステップごとの事例別アウトプット

資料４
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持続可能な指標型観光地域経営の事例追加調査結果（第⼀弾）

ステップ アウトプット
課題を
特定し、
指標を
具体化
する

5)重点課題を
特定し、合
意を形成す
る

• 観光と「市⺠⽣活との調和」のため、「混雑への対応」「宿泊施設の急増」「観光客のマナー違反」を課題と捉え、観光と⽂化の⼒で社会課
題の解決やSDGsの達成を⽬指す「京都モデル」を推進（京都市）

• 地域住⺠の⽣活の豊かさや住宅との後継者の確保、⽂化資源保全の両⽴を課題として設定（⽩川村）
• 特に海⽔浴場における、ゴミ問題の解消、バーベキューや飲酒による騒⾳等の解決を⽬指す（三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町））
• 株式会社かまいしDMC主導で市内の合意形成を促進。GSTC-Dを合意形成ツールとして活⽤（釜⽯市）
• 地域の⾼齢化、都⼼部への⼈材流出が課題。農村部の活性化⽅策の⼀つとして観光を推推（ポルトガル・アレンテージョ）
• クロアチア全体がオーバーツーリズムに直⾯しており、観光客を受け⼊れるためのインフラが不⾜（クロアチア・アドリア海沿岸）

6)重点課題を
解決する取
組を検討し、
共有する

• ごみ問題に関し、海⽔浴場におけるごみ回収ボランティアの設置や、ごみの有償回収等の取組を実施（三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町））
• 美濃和紙職⼈の後継者育成のため、美濃市との連携や⺠間事業者との協議会を設置。地歌舞伎は補助⾦で⽀援（岐⾩県）

• ビッグデータを活⽤し、課題解消に有望なエリア・⽅針を検討（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

7)重点課題を
踏まえて候
補指標を検
討する

• Step.5の課題を踏まえ、地元関係者や有識者による審議会で指標を選定（京都市）
• JSTS-Dの指標リストの中から、観光ビジョンに取り⼊れる指標を整理・選択（ニセコ町）
• 具体的な旅⾏者像、プロモーション等の施策を念頭に置いて検討（アルゼンチン・ブエノスアイレス）
• UNWTO、ETISを参考にしながら、統計局のデータを⽤いて指標を検討（ポルトガル・アレンテージョ）
• ETIS、 UNWTO、GSTCを参考に指標を選定。また、沿岸の各地域の独⾃指標選定のために個別調査を実施（クロアチア・アドリア海沿岸）

8)活⽤可能な
データを整
理する

• 公式の統計データ、既存の調査事業で得られたデータを整理。データ収集には外部コンサルタントを活⽤（沖縄県）
• 各データホルダーとの連携により、ビッグデータを整理・⼊⼿（有償・無償）（アルゼンチン・ブエノスアイレス）
• 国内の他⾃治体や統計局と協⼒し、観光客の属性や季節変動について重点的にデータを収集（ポルトガル・アレンテージョ）

9)指標を特定
する

• サステナブルコーディネーターを中⼼として、GSTC-Dを基に地域の現状に沿った指標（地域に対する住⺠意識や、観光宿泊者数等の経済指
標）を設定（釜⽯市）

• 指標ロングリストから、重要課題に対応した候補指標を抽出。住⺠や⺠間事業者に対し成果指標の説明を実施（沖縄県）
• 住⺠満⾜度、不安感、後継者問題の実態を⽰す指標に加え、観光産業の実態を⽰す指標、⽔質・空気の環境関連の指標等を特定（⽩川村）
• 北海道⼤学観光学⾼等センターへの委託調査における研究会や、観光庁モデル事業の⽀援により指標を設定（ニセコ町）
• 住⺠ヒアリングや、観測所主要メンバーとの会議を経て特定。課題解決を実践する⺠間でも使⽤しやすいよう、⺠間企業との協議を実施（ア

ルゼンチン・ブエノスアイレス）
• 指標はUNWTOの10の基礎指標を参考とし、Biosphere認証の基準にも従い、地域の改善すべき点を把握（カナダ・トムソン-オカナガン）

ステップごとの事例別アウトプット
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持続可能な指標型観光地域経営の事例追加調査結果（第⼀弾）

ステップ アウトプット
指標を計測し、
分析、公表改善
する

10)指標の計測⼿
法を具体化す
る

• ごみ問題に関してはごみ処理場等におけるごみの回収量、混雑状況に関してはスマホデータや⾞の情報といったビッグデータを活⽤
（三浦半島観光連絡協議会（葉⼭町））

• 従来の統計データの弱点を補えるよう、⽬的達成に着眼したビッグデータ活⽤の計測⼿法（相対での状況把握等）を具体的に検討
（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

11)データを収集
し、指標を計
測する

• JSTS-D付録2のフォーマットを⽤い、各取組の把握を実践。県庁では、部局横断し18の各部署がそれぞれ活⽤中の指標について取
りまとめ（岐⾩県）

• 全150世帯を対象とした、所有物件の後継に関する不安感調査を実施（⽩川村）

• 無償・有償ともに、連携機関からデータを収集して図表化した上、「観光分析システム」としてWeb上に公開。アンケート等⼀次
データの収集において、地域⼤学等と連携を実現（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

• オブザーバトリー（⼤学）主導にて地域のモニタリングを実施。ワーキンググループにて住⺠や専⾨家の意⾒を収集（ポルトガル・
アレンテージョ）

• データは各⾃治体から提供される他、ステークホルダーからも収集。また、企業へのアドバイスを⾏うプログラムを有しており、登
録している75企業から他分野のデータを収集可能（カナダ・トムソン-オカナガン）

• 地域の個別事業者によるデータ収集を⽀援するツールとしてEcobase社の炭素会計ソフトを利⽤（カナダ・トムソン-オカナガン）
• 主要データは観光省データを使⽤。環境や観光客の⾏動等の個別データに関しては、各⾃治体が別途収集（クロアチア・アドリア海

沿岸）
• 重点的に管理強化する⽔質については、液体・個体廃棄物量を把握するため、各世帯の排出量を収集（インドネシア・スレマン）

12)指標の推移を
分析し、取りま
とめて公表する

• 地域ごとにKPIを設定。指標計測による効果や、変化が⾒られない指標については随時⾒直しを⾏う（沖縄県）
• 持続可能な観光地域経営の費⽤対効果、社会的インパクトの評価を今後⾏う必要（釜⽯市）
• 地域のすべての住⺠が観光データを⼊⼿し、観光地域の向上につながる活動できるよな観光分析システムを整備。観光分析システム

の他、特定のテーマや、個別施策の検討材料としてレポートを取りまとめ・公表（アルゼンチン・ブエノスアイレス）
• 指標モニタリングの結果を可視化・公表する⼿段として「オンライン観光データプラットフォーム」を開発（カナダ・トムソン-オ

カナガン）

13) 指標や運営体
制を⾒直し、
改善する

• 2021年3⽉に「京都観光振興計画2025」を策定。⽬標ごとに指標を設定するとともに、コロナ禍の影響を踏まえた観光需要の回復状
況を⾒据え、今後も⽬標値の再設定と指標追加を⾏う予定（京都市）

• 2021年策定予定の第6次沖縄県観光振興基本計画（2022年からの10年間を対象）において、地域住⺠の意⾒を踏まえ、離島や地域別
の⽬標値の設定を視野に⼊れながら、指標を40→100程度に増加させ、政策反映の仕組みづくりを⽬指す（沖縄県）

• 地域観光局が主導する持続可能な観光地認証を通じて、品質管理を実施（ポルトガル・アレンテージョ）
• モニタリング結果を基に、⾏動変容、設備更新、インセンティブ(リベート等)のあるべき姿を検討（カナダ・トムソン-オカナガ

ン）

ステップごとの事例別アウトプット
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関連するISO規格等について
資料５

 「経済」分野の課題を対象とする際、特にそれが観光産業のサービスに関する課題である場合（例えば「雇⽤維
持」や「⽣産性向上」等）、またこうした課題解決のためにDXを取り上げる場合には、今後の観光サービス提供⽅
法の変化に留意する必要がある

 今後、省⼈化、AI導⼊などのDXによって、⼈を介さないサービス提供が進むと考えられるが、その際、サービス⽔
準を確保する⼿段を持つことが重要である。サービス⽔準を確保する⼿段として、ISOをはじめとした規格に拠る
ことが考えられる。特にISOは国際標準規格であるため、インバウンド向けサービス提供の設計にも有効である

 現在進められている “サービスエクセレンス”のISO規格化の状況をこれからも注視していく

CEN（欧州標準）の観光・関連サービス規格例
 公共旅客輸送 - サービス品質の定義、ターゲットと測定基準（EN 13816:2002）
 観光ガイド研修と資格認定プログラム基準（EN 15565:2008）

ISO（国際標準）の観光・サービス関連規格例 （ISO/TC228 Tourism and related services）
 案内所の情報・サービス基準（ISO 14785：2014）
 ビーチにおけるサービス基準（ISO 13009：2015）
 アドベンチャーツーリズムにおける持続可能性維持のための⾏動基準（ISO 20611：2018）

CENのサービスエクセレンス規格
 CEN TS16880「 Service excellence- Creating outstanding customer experiences through service excellence」

ISOのサービスエクセレンス規格の検討状況 （ISO/TC312 Excellence in service）
 サービスエクセレンスとは「優れた顧客体験を⼀貫して提供する組織の能⼒」。企業はもちろん、⾮営利団体、⾏政組織などサービスを提供する全

ての組織に適⽤できる規格を作成中
 ⽇本はTC312の議論を先導。国内では、⽇本規格協会、⽇本品質管理学会、サービス学会や経済団体連合会などのメンバーからなるサービス標準化

委員会が組織され、サービスエクセレンス標準を含む、様々なサービス国際標準への対応戦略や、これらに対応した国内フォーラム標準の検討を進
めているところ

これまでの動向（観光・関連サービスの規格）これまでの動向（観光・関連サービスの規格）

サービスエクセレンスの規格の検討サービスエクセレンスの規格の検討

参 考 ⽂ 献 ） 「 新 た な 価 値 創 造 “ サ ー ビ ス エ ク セ レ ン ス ” の 国 際 標 準 化 − も の づ く り サ ー ビ ス 化 の 観 点 か ら − （ 科 学 技 術 予 測 セ ン タ ー 特 別 研 究 員 蒲 ⽣ 秀 典 ） 」
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サービスエクセレンスとは

サービスエクセレンスについて

 原則・モデル、サービス設計に関する規格が開発されつつある
 サービスエクセレンス-原則及びモデル（ISO 23592 ）
 サービスエクセレンス − 卓越した顧客体験を達成するためのエクセレントサービスの設計（ISO/TS 24082）

サービスエクセレンスとは、“エクセレントサービスを⼀貫して提供するための組織の能⼒”を、エクセレントサービスとは、“カスタマーデライトにつながる
卓越した顧客体験を達成するために、組織と顧客との間で実⾏される⾼いレベルのサービス提供を伴う組織のアウトプット”を意味する

組織の能⼒は、サービスの観点から次の4つのレベルに分類可能

•レベル1：コアとなるサービスの提供（Core service provision）
•レベル2：顧客からのフィードバックのマネジメント（Customer feedback 
management）
•レベル3：個別の優れたサービスの提供（Individual excellent service 
provision）
•レベル4：驚きのある優れたサービスの提供（Surprisingly excellent service 
provision）

レベル1、2は、顧客満⾜を形成するための組織の能⼒であり、組織のアウト
プットとしては「基本的サービス」を提供します。レベル3、4は、顧客満⾜を
越える「カスタマーデライト」を達成するための組織の能⼒です。組織は、レ
ベル1、2だけでなくレベル3、4の能⼒を兼ね備えることで、組織のアウトプッ
トとして「基本的サービス」よりも⾼いレベルの「エクセレントサービス」の
提供が可能となります。

競争の激しい昨今、市場のリーダーとして認知され、世界最⾼の評価を得るた
めには、顧客満⾜だけでは不⼗分です。市場での成功の実現には“カスタマー
デライト”につながるサービス、すなわちエクセレントサービスを提供しなけ
ればなりません。そのために組織はサービスエクセレンスを実装することが重
要です。

組織の能⼒は、サービスの観点から次の4つのレベルに分類可能

•レベル1：コアとなるサービスの提供（Core service provision）
•レベル2：顧客からのフィードバックのマネジメント（Customer feedback 
management）
•レベル3：個別の優れたサービスの提供（Individual excellent service 
provision）
•レベル4：驚きのある優れたサービスの提供（Surprisingly excellent service 
provision）

レベル1、2は、顧客満⾜を形成するための組織の能⼒であり、組織のアウト
プットとしては「基本的サービス」を提供します。レベル3、4は、顧客満⾜を
越える「カスタマーデライト」を達成するための組織の能⼒です。組織は、レ
ベル1、2だけでなくレベル3、4の能⼒を兼ね備えることで、組織のアウトプッ
トとして「基本的サービス」よりも⾼いレベルの「エクセレントサービス」の
提供が可能となります。

競争の激しい昨今、市場のリーダーとして認知され、世界最⾼の評価を得るた
めには、顧客満⾜だけでは不⼗分です。市場での成功の実現には“カスタマー
デライト”につながるサービス、すなわちエクセレントサービスを提供しなけ
ればなりません。そのために組織はサービスエクセレンスを実装することが重
要です。

サービスエクセレンスピラミッド

出 所 ） ⽇ 本 規 格 協 会 グ ル ー プ H P 期 待 を 超 え る 「 嬉 し い 裏 切 り 」 サ ー ビ ス エ ク セ レ ン ス 特 設 ペ ー ジ h t t p s : / / w w w . j s a . o r . j p / i s o t c 3 1 2 s p / 2 0 2 1 / 0 6 / 0 3 閲 覧
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小冊子案へのコメント（和歌山大学加藤） 

• 指標型 

• 観光を切口とした 

• 総合的な視点を得るために指標全体を見ること,地域ビジョンを持つことの重要性(p3, p7 コメント) 

• 対象者（p1 コメント） 

• 目標〜地域の課題解決(p15 コメント) 

• 実現ステップ（p16 コメント） 

• 「地域を支援する仕組み」は重要(p49 コメント)  

• 地域事業者の参画推進、支援 

＊下線部は本文方の抽出、青は提案文 

 

P1 はじめに 

• 指標型〜指標は目的でなくツール、と捉えられているので、「指標型」ではない気がする。 

• 観光という切口〜は、農業、自然・環境を資源として地域を総合プロデュースする手段なので、これらを同

じに並ぶ「切口」ではないと思う。 

• ここで、観光を切口とした理由は〜多様な選択肢から観光を選んだ、また、海外事例があることが、理由で

はないので 以下、案。eg  観光による持続可能な地域経営が効果的なのは、観光はグローバルなマーケット

で行われる、分野横断的な産業、かつ社会活動であるからです。海外においては。。。。取り組みがあり、

また、国際評価の仕組みが既にあります。それらを参照することで、総合的なプロセスや成果を可視化する

ことができます。 

• 国内では〜国内でも既にそれぞれの地域で SDGs の実現など、持続可能性向上への取り組みが進められてい

ます 

• まとめています〜ワークショプ担当者が実際に使える実践的な案も多く盛り込まれています。（＊手引きの

対象者が誰であるかも含めて、全体の書き振りを統一する） 

• 本手引きが〜*上に関連して、誰を対象として書かれているか明記する。ワークショップを実際に担当する

ファシリテーター/モデレーター、サステナビリティーコーディネーター（仮称）を想定して、本書は書か

れている、など。 

P2 

• 良い面でも悪い面でも〜影響そのものが良い、悪いなので、「プラス、マイナスの影響を与えている」 

• 上位計画から与えられている〜上位計画で設定されている。 

• 地域のなりたい姿を実現するため、、、、段階などで指標を活用〜後ほど出てくる 13 のステップは経年の

モニタリングを含めた全体像なので、初期の段階のみならず、中長期目標策定に基づき、全ての過程におい

て使われる、ことを説明する。 

• 指標を意識・活用して〜ガイドラインとして 

• 目印〜共通基準として 

 
P3 

１



• 必ずしもステップ１から: ~ 13 のステップを、A(なりたい姿の明確化  １〜4）、B(課題・s 指標の具体化

5~9）, C(計測と分析 10~13）と示しています（P17 参照)。A―B―C の順で進めますが、A が既にクリアされ

ている場合、B から始めるなど。。 

• A-B-C の順で進めること、特にデスティネーションプロフィール作成、ステークホルダーの明確化（意識

化）は基盤となる重要要素であることを強調。 

• GSTC, JSTS-D, ETIS などは全体としてのバランスにも意味があるので、全項目にまず対応することは重要

（ベース調査）。その後、向上するために具体的にアクションを起こす項目を選ぶことは可能。が、ある指

標のみ抽出することは、一項目の向上が他項目のマイナスになることもあること、逆に相乗効果で複数の項

目がクリアされることもある。これは S D Gs 17 項目でも同じ。また、項目を選んで取り組む場合（20 項目

など）も、それを住民目線、来訪者目線、事業者目線、など複数の視点から捉えることなども提案できる。 

 
P7 

• 地域ビジョン、観光計画〜なくても進められる、、、取組を始めることが重要、、、目指すのは地域の課題

解決〜＊課題が例えば雇用の増加など特化した課題があっても、それを総合政策として進めるために指標が

存在するので、この点は誤解を招く可能性もあるのでは？指標への取組そのものがビジョン、観光計画策定

につながるので、ステップに沿って進めていってください。 

P12 

• 他方、GSTC-D, ETIS, JSTS-D は指標を中心とした解説となっており〜ETIS はエクセルベースの自己診断表

やテンプレートが優れており自己診断キットを目指したもの。JSTS-D は「持続可能な観光ガイドライン」

として活用方法、リソース、ベストプラクティス、達成へのステップ、用語集などが示され、また指標導入

のステップ（７）が示されている。 

P13 

• 経済、環境、社会文化、マネジメントといった分野に整理〜「経済、環境、社会文化」というサステナビリ

ティの基本三要素とマネジメント分野からなっている。（＊経済、環境、社会文化 に分けたのでなく、３

分野に詳しい指標をつけた） 

• JSTS-D にもできるところから取組みを始める〜(p3 にあるように)この表現は要注意（総合的視点と関連し

て） 

P15  

• 効果は地域の課題解決〜課題解決はもちろん目標ですが、地域の課題を総合的な視点でシステマティックに

行う、課題への取り組む及び効果を広く共有し、より持続可能な地域づくりに観光を通して貢献すること。 

P16 

• 持続可能な観光地経営が実現〜持続可能な観光地経営が効果的に機能しているか（サステナビリティそのも

のに、最終ゴールがないので、実現、ではない） 

P17 

• 実現ステップ〜 A→B→ C など （後述のステップ群 1, 2, 3 でも良いですが、数字の重複がわかりづらい

かも） 

• 実現ステップ〜単にステップで良いのでは？（*上記, p16） 

P20 

• ここからはファシリテーター・モデレーターマニュアルとする？ 

 

２



 
 
P26 

• ゴール〜なりたい姿〜すなわち地域のビジョン、到達したいゴールとなります。2030 年ビジョンなど具体

的なタイムラインを設けること。 

• 何度見直しても良い〜定期的に見直していくものなので、 

• 端的に〜例がいくつかあると良い。テキストマイニングでキーワードを可視化するのも効果的。 

 
P27 

• ここではもう一つのステップ〜なりたい姿へのステップ、つまりバックキャスティング的道すじには、解決

すべき課題、また発生しそうな課題、を考慮することが必要〜というように、現状とビジョンの間を取り持

つ２方向の流れがあることを示す 

• なりたい姿から逆算〜「逆算・想像（バックキャスティング）してその道筋を考えると同時に」〜上のコメ

ントは、この意味です。 

 
P36 

• 加工〜誤解を招くのでは？ 

• 不適切であれば候補から除く〜（これも誤解を招く可能性ある）収集の手間やコストの理由でできない場合

は、課題をさらにブレークダウンして一部に取り組む、関連課題にまず取り組むなど、まずできることから

取り組む、その課題が２次的に解決されることもありうるので。 

P43 

• 大学等研究機関は〜大学等研究機関など取組に一貫して詳細にアドバイス。。。 

P44 

• 何度も繰り返す〜定期的なサイクルで繰り返し、長期的な向上を図っていく。 

 
P47 

• GSTC 公認トレーナーを派遣してトレーニングプログラムを提供しています〜 GSTC 公認トレーナーによる

GSTC 公認トレーニング(STTP: Sustainable Tourism Training Program)を提供しています。 

• なお、GSTC 自体も英語による研修を実施しており~ なお、GSTC は、年間を通じて STTP を世界各地で、

またはオンラインで実施しています。（https://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-training/  

• 研修終了後、試験に合格すると〜トレーニング修了者には、Professional Certificate in Sustainable Tourism

という修了書が授与されます（＊＊資格ではない） 

• 日本での GSTC 公認トレーナーによる研修プログラム受講者もこの試験（英語）〜さらにトレーニング修

了者には、修了してから 1 ヶ月の間に試験（英語）を受けることもできます（別費用）。 

P49 

• 「地域を支援する仕組み」〜産官学連携、大学との連携の仕方としていくつか提案があると良い（共同研

究・調査、インターンシップ、地域活動）。また、事業者の参画をどう支援するか、ヒントがあるとう良

い。 

 

３
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全般 

＞「持続可能な指標型観光地域経営」「指標型観光地域経営」「指標を活用した観光地域経営」 

など手引書内での言葉が違うが、意図したものか？ 

私は、（１）と理解しているが、皆さんはどちらか？ 

１）「持続可能な観光指標を活用した地域経営」 

英語にすると： Community Management with Sustainable Tourism indicators 

   

２）「指標を活用した持続可能な観光地域経営」 

   英語にすると： Sustainable Tourism Destination Management with indicator    

 

P１ はじめに 

＞冒頭に入れ込む要素として、首長・責任者に対するメッセージを宿利氏、本保代表からお

願いしたい。 

１）持続可能な観光の基本であるトリプルボトムラインをバランスよく発展させていく点

が掛かれなくて良いのでしょうか？指標の重要性だけが目立ちすぎる気がします。 

２）誰にとって持続可能なのか？地域だけではない。住民・事業者・旅行者・観光地の視点

で持続可能であり、それぞれのステークホルダーの満足度が高いことが大切。 

特に旅行者は楽しい・快適なことが疎かになってはならないと書かれるべきで、それを

軽んじてのサステナビリティ推進は観光においては言語道断だと思います。エコツー

リズムもマス・ツーリズムも包摂された議論ができる導入が大切かと。 

３）キチンと Top がその重要性を理解し、現場で異動を繰り返しながらも一貫性を持って

本取組みを続けていくことを支援する環境なしに 2-3 年で異動が繰り返される観光行

政の現場での本考え方の定着は難しいと感じます。 

４）またなぜこの取り組みをすべきなのか、現在の書きぶりで地域の事業者が納得するの

か（経済的、環境的、社会的なメリットを記載して）明確にすべきだと考えます。具体

的なサステナブル志向の旅行者やコロナ禍における安心・安全等の需要の高まりなど。 

 

P2 地域にとっての観光 

＞タイトルでは「地域にとっての観光」と謳っているが、本文の最後では「指標」が大事だ

と言っている。 言いたいことは、指標型観光地域経営の重要なのだからタイトルを変えて

はどうか？ 

例：「指標を活用した地域にとって観光の見える化」とか。 

４
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P5 

“より小さな単位の地域のデータについては、連携して取組を進める宿泊事業者などから

データ（宿泊者数など）の提供を受けることで経費が削減できます。” 

＞目線が役所ではないでしょうか？民間事業者の負担の観点は大丈夫ですか？定期的に提

供をすることも負担になるのではないですか？ 

 

“この場合も自治体各部署の連携や地域の事業者、大学をはじめとする研究機関などとの

協働によって” 

＞具体的に大学がお金を貰わずにやってくれるケースはどんなケースなのでしょうか？ 

少しここに参加される先生方の具体的な知見をインプット頂けると良いかと。 

 

“Q4：どのくらいの期間で成果がでるのか？” 

＞基本は継続だと認識しています。2年で終わってよいような印象にならない書き方の工夫

が必要ではないでしょうか？INSTO申請にあたっての枠組みは何年でしたか？ 

 

P6  

Q5 

“また、自治体においては、担当者が短期間に異動してしまうことが多いですが、DMOで

は同じ担当者が継続して取組を実施することが可能であるため、その参画は地域における

指標型観光地域経営に関する専門性の醸成や人脈の構築等にもつながります。” 

＞DMO は人が本当に変わらないのですか？また自治体と比べてデータ収集をするだけの

余力があるのでしょうか？自治体の有識者の皆さんに伺いたいです。 

 

Q11：国際認証取得を目指すことは必要か？ 

＞国際認証を取得する人的、経済的、時間的な負担と、それを維持する更新などにかかる負

担はどの程度なのかは最低限記載すべきではないでしょうか？ 

＞P34で具体的に書くことでも良い。 

 

P10： 

＞指標型地域観光経営が目的でしたか？ 

＞持続可能な観光の根幹であるトリプルボトムラインや誰にとっての持続可能かの観点を

意識した指標を設定することを促す活用方で記載をすべきではないかと。 

 

５
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P11：[参考 各章の解説する内容について] 

＞このページでは何を可視化したいのでしょうか？ 

 Ⅱ.指標型観光地域経営実現のステップ 「ノウハウに〇」とありますが 

何故ステップに〇が付いてないのかと単純に疑問を持ちました・ 

 

P12：GSTCは EUと並列されていますが、民間の任意団体であることを明確にしておくべ

きかと。UNWTO本部サステナブル部門も GSTCは一賛助加盟団体として取り扱っておら

ず特別の関係ではないことは明らかです。注意が必要だと思います。 

 

P13と P14の表に組織名と指標名が混在しているので整理が必要だと思います。 

UNWTOの指標名は下記が正当です。 

：Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook  

 

P16 

“ローカル SDGs” 

＞ローカル SDGsって何を指していますか？ 

＞ローカル SDGs指標？https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/h30lwg1/shiryo1.pdf 

＞環境省ローカル SDGs❓ http://chiikijunkan.env.go.jp/ 

 

P19 

＞上段の 3段の表について： 

＞経済、社会、環境のトリプルボトムラインの視点で整理し、その中でおっていくべき領域

がどこなのかを整理できる表づくりが良いと考えます。 

＞持続可能な….を入れるべき 

 

P21 

＞観光計画事例として第 2章「オリパラ」の抜き出しが適切か？一般のものが良いのでは？ 

＞オリパラは「季節性」という観点は違和感。どちらかというと有形・無形遺産等のレガシ

ーの活用へ持っていくべき。 

 

 

（４－４） 
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P22 なりたい姿 

＞経済、社会、自然、文化、相互理解等の観点から整理すべきかと思います。 

＞P26には出てくるのですが、前段で整理すべきかと 

＞「観光資源やリスク」とは？どういう意味ですか？ 

 

＞計画があるなら次へと書いてありますが、まずは持続可能な観光の考え方（トリプルボト

ムラインに対する機会とリスク）が観光計画で把握されているのかはチェックすべきです。 

 

P23 

＞改めて委員会に含めるメンバーを記載すべきでは？（住民、自治体、事業者（発・着・サ

ービス提供者）、旅行者）＋大学等・コンサル等？ 

 

P26 

環境保全 → 自然環境 へ変えた方が分かり易くないか？ 環境は住環境もある。 

 

P28 

経済の欄にある下記は「社会課題」でも扱われる。 

 ・災害や非常事態への耐力がない（レジリエンスの欠如） 

 ・観光産業従事者の低賃金、人材不足 ←雇用の観点で 

 

P31 

専門家の意見もさることながら、主体者となる事業者、住民、旅行者の実感価値につながる

指標選定も重要であることも併記すべきだと思います。 

 

P35 

表：課題は誰の視点か書くと分かり易くなるか？ 

 

以上 

７



手引き案に対する意見メモ                      名城大学 二神真美 
 
l 指標を活用して地域の課題を解決していくという指標型観光地域経営の具体的なステップが
示されており、地域にとって有益な手引き書になると思う。まずは、取り組めるところから
始め、持続可能な観光により包括的に取り組むように促すやり方は、国内の現状では現実的
な一つのアプローチだと考える。 

l その意味でも、こうした指標型の地域経営に地域が取り組みたくなるように、先進事例にお
ける具体的な成果（数値の変化）を示すことが重要であると考える。 

l 同時に、海外の先進事例において段階ごとの課題（指標の選定上の課題、指標に基づくデー
タ収集上の問題、収集されたデータの分析上の問題）が指摘されているので、最後の先行事
例・研究のどこかに課題への対処法に関する示唆を載せるとよいと思う。 
 

手引き案についての具体的な指摘や提案については以下のとおりである。 
p.8 Q9:  
 JSTS-D は、全国的見地から観光地経営で確認すると良い指標を網羅的に示した「全国版」と
言えます。また、JSTS-Dは、国際的な視点・指標を強く意識しており、指標型観光地域経営の取
り組み状況のベンチマークとして役立つため、本手引きと共に活用していくことが望ましいと考
えます。 
【提案】 
→ JSTS-D は、持続可能な観光の世界基準である「GSTC 地域基準 v.2」に準拠した国際的に
認められた包括的な基準を示しており、指標型観光地経営の取り組み状況のベンチマークとして
役立つため、本手引きと共に活用していくことが望ましいと考えます。 
 
JSTS-Dは「全国版」 で本手引き案が示す指標型観光地域経営は「地域版」という捉え方は誤解を招くと考える。
あくまでも方法論の違いであって、提案のように事実を述べる書き方の方が望ましいと考える。 
参考： 
2021 年 4 月、JSTS-D はグローバルサステナブルツーリズム 協議会によって公式に承認された基準（GSTC-
recognized standard）となっている。 
https://www.gstcouncil.org/japan-sustainable-tourism-standard-for-destinations-gstc-recognized-
standard/ 
 
p.9 Q11 
 観光庁の JSTS-D や観光地向けの持続可能な観光の国際基準 GSTC-D（Global Sustainable 
Criteria for Destinations）などを活用して... 
【訂正】 
→  観光庁のJSTS-Dや観光地向けの持続可能な観光の国際基準GSTC-D（Global Sustainable 
Tourism Criteria for Destinations）などを活用して... 
 
p.12 第１段落 上から３行目 / p.13 「指標型観光地域経営の進展」の表 
この分野における国際的な主著となる「観光地のための持続可能観光指標・ガイドブック」 
【訂正/根拠】 
→この分野における国際的な主著となる「観光地のための持続可能な開発指標・ガイドブック」  

８



原書タイトル Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations 
1992 年の地球サミットにおいて提唱された「持続可能な開発」を観光地レベルで達成するため
の指標の活用が含意されており、観光を持続させることだけを意味するような持続可能な観光で
はない点は重要である。 
 
p.13 「持続型観光地経営の進展」の図表 
→ 「2017年 開発のための持続可能な観光国際年」を加えてはどうか 
参考： 
2017年９月  チェンドュ（成都市）宣言がなされ、「観光と持続可能な開発目標（SDGs）」に関する21の 宣言
文の中で全17目標に貢献するCSRの推進、ならびにSDGsに合致した指標の適用を求めている。 
本手引き案にはこの国際年の成果（観光によるSDGs達成に向けた貢献）について１箇所も言及されていない。 
 
pp.22-42   III.指標型観光地域経営に向けて～13の実現ステップ 
この部分が手引書の中心的な内容になるので、13のステップがわかりやすいような見せ方の工夫
があった方がよいと思う。例えば、ステップ群１はどのようなステップで進むのかを図式かする
など、それぞれのステップ群の最初にそれを示す方がよいと思われる。 
 
p.41 
ステップ12のワークショップ 
「公表した際に分かりやすいものとなっているかなどを議論し、」 
→ 「わかりやすいもの」としての事例も提示してはどうか 
 
p.49 
⑤「国際認証取得支援」：観光庁、GSTC等 
「GSTC-D による国際認証は、GSTC が認定した団体（GREEN DESTINATIONS や EARTH 
CHECK）が行っています。 
【提案】 
→「GSTC-Dによる国際認証は、GSTCが認定した団体 （2021年6月現在、Green Destinations
および EarthCheck 等 3 団体）が行っています。 
 
 
「… ５つの地域（ニセコ町、三浦半島、白川村、京都市、沖縄県）のGREEN DESTINATIONS
「Top100」認証を支援しました。 
【提案】 
→「… ５つの地域（ニセコ町、三浦半島、白川村、京都市、沖縄県）のGreen Destinations「Top100」
受賞を支援しました。（これらの地域による認証に向けた今後の取り組みが期待されています。） 
 
グリーンデスティネーションズ表彰・認証制度は、認証の前段階として表彰制度を設けており、今回はあくまでも
入り口の「TOP100選の表彰」を受けた段階ですので、「TOP100」認証と書くと誤解を受けるのではないかと思
われる。 

９



2021.6.14 東洋⼤学 古屋秀樹 
意⾒メモ 
 
【A.⼿引きの位置づけ】 
①他の指標との⽐較（SDGs、GDS-I、ISO など）を通じた本⼿引きの位置づけ 
②都市の類型化と本⼿引きの掲載内容との対応 
 例︓バルセロナ州の事例 

C1 ⼤規模観光地    都市系⼟地利⽤、遠距離からの来訪者・消費額:⾼  
C2 都市近郊の観光地  ⾃動⾞アクセス:多 
C3 宿泊型観光地    滞在⽇数︓⻑、観光税:多 
C4 ⼭村地域    繁閑差︓⼤、⾃動⾞利⽤・保護目的地:多 
 

【B.指標のトレードオフ、制約】 
③相反する指標、制約を考慮する必要 
        (右図︓SDGs ボードゲームの⼀例) 
④施策と指標との関連性の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【C.システムとしての持続可能な地域経営】 

 
古屋秀樹他、持続可能な観光にむけた戦略的観光地マネジメントに関する基礎的研究、投稿中 
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手引きに対する意見メモ 

三重野 真代 

 

１）P7 観光ビジョン、観光計画について 

・観光ビジョンや観光計画がなくとも取組を始めることができますし、それでも構わないと

は思いますが、現実的にはこの取組の主体が自治体の観光担当部署が想定されているとこ

ろ、観光計画がないのであれば、この取組を通じて観光計画の作成を進めていくことを勧め

たほうがいいのではと思います。 

ビジョンを作ること、指標の PDCAでチェックするのは観光振興計画そのもののプロセスだ

と思いますし、地域の観光利害関係者とワークショップ（会議）を重ねるというのは、通常、

観光振興計画策定の時にもとるステップになりますから、同じような感じがします。 

・観光に限らず「地域のなりたい姿」を描いて進めていく手法とするのであれば、過程とし

て議会にかけることも大事だと思います。首長や議会にもかけずに、一部署が地域の人と合

意して取組を進めた程度のことでは、日本の基礎自治体においては、狙った効果が出にくい

し、周りの協力も得づらいし、「DO」のために必要な予算も獲得しづらいし、持続的に続か

ないと思います。そして議会にかける場合は「観光計画」のような内容・形式にならざるを

得ないと思いますから、小さく始めて結果的にはオーソライズした形に昇華させていくこ

とが必要ではないかということかと思います。 

・そして、観光計画を持っている自治体であれば、当該観光計画中にこれらの要素で足りな

いものを追加するのが現実的ではないかと思います。 

・「地域を持続可能に経営する」のであれば、出てきた指標結果をどう評価して次にどうい

う取り組みにつなげるかには、日本の場合、議会での議論も必要な気がします。ただ、議会

の件は、この手引書でわざわざ書かなくてもいいという判断なのかもしれませんが。 

 

２）P6など自治体の他部署について 

・私が勤めていたのは京都市でしたが、京都市ですら、私がいた当時の観光計画の策定に他

部署がメンバーに入ってはいませんでした。また、基礎自治体の多くは「総合政策担当部署」

がありません（名前に「総合政策」とついてもいわゆる「取りまとめ部署」はないと思いま

す。京都市もありませんでした）。持続可能な取組はすればするほど、実際自治体の観光担

当部署だけではできないことが非常に多いです。P35に書いてある課題の設定や指標を集め、

それに対して取組を講じていく際には自治体の各部署の連携が不可欠です。観光事業者以

外の事業者に話をするときには自治体の各部署から話を通してもらうことが必要です。そ

のためには、各部署との連携を日常から行い、観光に対する理解を深めてもらうこと、同時

に観光担当者が他部署の業務を理解することも重要になります。この手引書ですと全体的

に外の利害関係者との構築のほうが重要視されている印象がありまして、それは全く取り

組みをやっていない人からするとそこからスタートするのかもしれませんが、多くの観光
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をやっている自治体・DMOは利害関係者とのお付き合いは以前からあります。ところが、役

場の中の他部署との連携はあまりできていないのではと思いますし、観光計画もなかった

ような地域であれば、なおさら、観光以外の部署の人に、観光の重要性を理解してもらい、

観光のために何か新しく指標を集めたりともに取組をすることを理解してもらうことが重

要でしょう。 

・おそらく海外の基礎自治体の観光部署が持っている所掌範囲と、日本の観光部署が持って

いる所掌範囲が異なるようにも思います。ですから、海外だと町内の部署との連携をせずと

も観光部署でほとんどの取組ができるのかもしれませんが、日本の場合は、交通も文化も環

境も農業も雇用も住民対応も観光部署だけではできません。とりあえずできることから始

めることは大事だと思いますが、持続可能に地域を作っていくのであれば、庁内外の多くの

人に理解をしてもらって、賛同者や理解者を増やして、必要な取組をその都度できる体制を

構築することが重要ではないかと思います。 
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 1 

手引きに関するコメント 

東京女子大学 矢ケ崎紀子 

全体的に丁寧に作り込んでくださっていると思います。 

 

P1 はじめに ３段落目 

観光を切り口とした持続可能な経営の良さを、地域の事業者や住民、子ども達も広

く参加しやすいのが観光である、という観点からも説明してはいかがでしょうか。

このことによって、最終段落の「住んでよし、訪れてよし」にもつながってくると

思います。 

 

P2  1. 手引きの概要 （地域にとっての観光） 

観光は地域にとっての影響が大きい分野なので、ある程度コントロールをしていく

必要があることから、指標型の地域経営と馴染む、という観点も入れてはいかがで

しょうか。 

 

P3  Q1: 「ハイレベルな」 

課題が複合的に組み合わさっている等のことでしょうか。具体的な記載にした方が、

初期段階での失敗を回避することに資すると思います。 

 

P10  2. 手引きの活用方法 「難しいものではない」 

難しい部分があると思います。初心者にもとっつき易い解説にしたこと、などの表

現の方が良いように思います。 

 

P21  東京都事例 

ユニークベニューの「文化遺産での管理」？ 文化財へのダメージ軽減のことでし

ょうか？ 

 

P23  2) 利害関係者を参画させる 

既存の〇〇協会、旅行会社や交通事業者の充て職等で形を整えることをまず考える

ところがまだ多いように思います。取り扱う課題の分野で、既に行動を起こしてい

る若手などを積極的に参画させるよう工夫する必要があると思います。 
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 2 

P33 or 35  ロジックツリーの作成例 

観光の場合には、観光客数増加、消費単価向上、旅行消費額増加、需要平準化など

の、観光が地域活性化に資する大事なポイントがありますので、これらの言葉が入

ったロジックツリーの事例をいくつか掲載するとわかりやすいと思います。 

 

P36  8) 活用可能なデータを整理する 

デジタル・マーケティング等の DX によって得られるデータについても言及が必要

では。 

 

P45  最初の段落 

手引きで解説する指標管理型観光地域経営における KPI の活用について説明が必

要では。 

 

以上 
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手引き案に対する意見メモ 

 

令和 3年 6月 14日 

一橋大学 鷲田祐一 

以下、気づいたことをランダムに書かせていただきます。 

 

１）費用について：「場合によります」的な書き方ですが、それよりも「これぐらいの予算

ならこれぐらいできる」というような書き方のほうが当事者にとってはありがたいの

ではないでしょうか。何十万円しかない場合から、何億円もかけられる場合まで、いく

つかのパターンで例示してあげるとよいのではないでしょうか。 

 

２）全体に、図表には通しで図表番号をつけるべきです。そうしないと問い合わせなどでも

不便です。また出典があるものは出典を明記するほうがいいです。 

 

３）「ワークショップ」という言葉がたくさん出てきますが、私の経験でいいますと、地域

でずっと働いている方などは、ワークショップを開催と言っても何をどうしていいか、

解らないと思います。なので、ワークショップとはどういうものか（人数、時間、場所、

進め方、雰囲気、目標、準備するもの、メンバーなど）をかなり細かく事例でかいてあ

げるべきではないでしょうか。また名称も、より分かりやすく「座談会」といってあげ

るほうが解りやすいかもしれません。 

 

４）全体にどこのステップが最も重要かつ象徴的か？が解りにくい印象です。お金も人も

いなくて、とにかく重要なところだけ１つか２つやりたい、と思ったときにどれをやれ

ばいいか、を示してあげると良いように思います。順を追って全部やれる組織はほとん

どないように思いますし、時間もお金もかかるので、途中で頓挫もしやすいです。なの

で、重いついた部分だけをかじれるようにしておいてあげるほうが良いです。 

 

５）全体に、「指標を立てる」ことに重きがあるガイドブックという印象です。できれば主

要な指標に対しては、「その指標を実現するために、取り組むべき施策」も示すほうが

いいように思います。事例でそれを見せるのも一つの方法ですが、事例の中にもいくつ

も共通点があると思います。それらを本文の中でも具体的にとりあげるとよいのでは

ないでしょうか。さらにそのような「取り組むべき施策」にも新しいステークホルダー

が発生しますよね。それをどう包含するか、どうすればアクセス可能か、なども例示し

ておくと良いのではないでしょうか。                

以上 
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2021.6.14 

東京都立大学 清水 

 

手引き(案)に関するコメント 

 

まだ完全版ドラフトではないため，地域の取組事例までを含めて読むと印象が変わる可能

性があるが，現時点で気がついた点は以下の通りです． 

 

(1)「マネジメント主体・地域」について 

複数の自治体をまたがる観光地域の場合は，地域連携 DMO や観光圏プラットフォーム

のような存在のリーダーシップが必要と考えられるため，このことを意識させるようにし

てはどうか？ 特に INSTO への加入などのグローバルな活動を考えた場合，自治体より

狭域の地域設定では，効果的な活動にならない（労多くて益なし）のではないか？ 都道

府県規模の地域が主体になる場合，各観光地域との間の階層構造も意識させる必要がある． 

 

(2)「地域のなりたい姿」について 

観光計画で規定している「地域のなりたい姿」が必ずしも持続可能性を保証するもので

はないと考えられ，なりたい姿が持続可能かどうかを議論させることも必要だと考える．

既にできているからといって省略していいプロセスではないと感じる． 
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(3)「指標の活用に習熟した専門家」について 

地域にアドバイスできる専門家の発掘と専門家自体の訓練が不可欠と考えられる．現状

でははっきり言って心許ない状況だと危惧しており，APTEC がもっとリーダーシップを

取るべきではないか？ 

 

 

１７



Copyright © Mitsubishi Research Institute 1

今後の作業計画・スケジュール

第4回 持続可能な観光地域経営の推進に関する調査検討委員会（2021年6⽉14⽇）

観光庁モデル事業の成果について
今年度の調査研究の⽅針について
「持続可能な指標型観光地域経営の⼿引き」について・事例追加調査結果（第⼀弾）・関連するISO規格等
「⼿引き」に対する委員の皆様からのご意⾒の紹介・議論
今後の作業計画・スケジュール

第5回 持続可能な観光地域経営の推進に関する調査検討委員会（2021年8⽉）

「持続可能な指標型観光地域経営の⼿引き」について・事例追加調査結果 [「⼿引き」概成]

持続可能な観光地域経営の推進に関するセミナー（全国の各運輸局、2021年10⽉~）
持続可能な観光地域経営の推進に関するシンポジウム（2021年12⽉）

第6回 持続可能な観光地域経営の推進に関する調査検討委員会（2022年２⽉）

「持続可能な指標型観光地域経営の⼿引き」について・実践的な評価結果と反映 [「⼿引き」完成]

2021年度の⽬標［第3回調査検討委員会に提出］

 「持続可能な指標型観光地域経営の⼿引き」（以下、「⼿引き」）の完成（地域での評価を通じてブラッシュアップ）
 ⼿引きの周知を⽬的として、シンポジウムを開催

資料7
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令和３年度スケジュール

項⽬ アウトプット等 2021年 2022年
5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

1.先進的な観光地域経営を実施している地域に関する調査分析

①海外先進事例調査
 深堀（地域⾏政、国）

・「⼿引き」コラム
・施策効果、推進施策

②国内先進事例調査
 深堀（「⼿引き」挿⼊⽤） ・「⼿引き」コラム

2.指標を⽤いた持続可能な観光地域経営に関する⼿引きの作成

①⼿引き
の作成

⽇本語版
 本⽂50p
 事例30p
 参考資料40p

・「⼿引き」 ★ ★

英語版 ・「⼿引き（英語版）」

②実践的
な評価 奈良県 ・WS運営等を通じた評価

東京都

・取組のモニタリングを通
じた評価岐⾩県

沖縄県

モデル地区 ・アンケート調査

3.委員会、シンポジウム、地域別セミナー等の運営

①委員会、シンポジウム
 委員会◎３回、シンポ1回 ・議事録等 ◎ ◎ ☆ ◎

②地域別セミナー
・議事録等
・アンケート調査結果

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆

4.報告書の作成 ・報告書 ☆

「⼿引き」の実践的な評価
・WS運営等を通じた評価

・取組のモニタリングを通じた評価
・アンケート調査

本⽇6/14

★
6⽉

第4回委員会

★
8⽉

第5回委員会

★
2⽉

第6回委員会

「⼿引き」の実践的な評価
・地⽅運輸局セミナー、アンケート調査 とりまとめ

「⼿引き」概成 「⼿引き」完成

★
12⽉

シンポジウム
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